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（1）

『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
公
冶
長
第
五 

上
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
　
　
孫
　
路
易

　

周
知
の
通
り
、
朱
熹
（
一
一
三
○
～
一
二
○
○
。
朱
子
は
尊
称
）
の
『
論
語
』

解
釈
は
、
中
国
思
想
の
発
展
に
寄
与
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
や
朝
鮮
半
島
な

ど
の
東
ア
ジ
ア
の
思
想
の
発
展
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、

『
論
語
』
に
は
「
道
」「
心
」「
徳
」「
君
子
」「
仁
」
な
ど
の
中
国
哲
学
の
概
念
が

随
所
に
現
れ
て
お
り
、
朱
子
哲
学
に
お
い
て
の
そ
れ
ら
の
概
念
の
含
意
を
明
確
に

解
明
し
な
い
限
り
、
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
極
め
て

難
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
長
年
に
渡
っ
て
朱
子
哲
学
の
研
究
に
力
を
注
ぎ
、
い
ま
ま
で
は
既
に
、

一�

、「
朱
子
の
「
太
極
」
と
「
気
」」（
岡
山
大
学
『
大
学
教
育
研
究
紀
要
』
第
七
号
、

二
○
一
一
年
）

二�

、「
朱
子
の
「
神
」」（
岡
山
大
学
『
大
学
教
育
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
二
○
一

二
年
）

三�

、「
朱
子
の
「
心
」」（
京
都
大
学
『
中
國
思
想
史
研
究
』
第
三
十
四
號
、
二
○

一
三
年
）

四�

、「
朱
子
の
「
理
」」（
岡
山
大
学
『
大
学
教
育
研
究
紀
要
』
第
十
号
、
二
○
一

四
年
）

五�

、「
朱
子
の
「
情
」」（
岡
山
大
学
『
大
学
教
育
研
究
紀
要
』
第
十
一
号
、
二
○

一
五
年
）

六�

、「
朱
子
の
「
変
化
気
質
」」（『
岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
』

第
四
十
三
号
、
二
○
一
七
年
）

七�

、「
朱
子
の
「
君
子
」」（『
岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
』
第

四
十
四
号
、
二
○
一
七
年
）

八�

、「『
周
易
本
義
』
と
朱
子
哲
学
」（
岡
山
大
学
『
文
化
共
生
学
研
究
』
第
十
八
号
、

二
○
一
九
年
）

な
ど
の
論
文
を
発
表
し
た
。
そ
の
朱
子
哲
学
の
研
究
を
通
じ
て
、
筆
者
は
、
上
記

の
幾
つ
か
の
論
文
、
及
び
『
四
書
章
句
集
注
』（
新
編
諸
子
集
成
、
中
華
書
局
、

一
九
八
三
年
）
と
『
朱
子
語
類
』（
全
八
冊
、
宋
・
黎
靖
徳
編
、
王
星
賢
点
校
、

一
九
九
四
年
）、
特
に
『
朱
子
語
類
』
に
所
収
の
「
論
語
（
一
～
三
十
二
）」（
巻

第
十
九
～
五
十
）
に
基
づ
い
て
の
、『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』

解
釈
の
現
代
日
本
語
の
完
全
翻
訳
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
強
く
思
う
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、『
論
語
集
注
』（
前
掲
の
『
四
書
章
句
集
注
』
に
所
収
）
の
「
公
冶

長
第
五
」
の
朱
子
の
集
注
を
和
訳
す
る
こ
と
と
、『
論
語
』
公
冶
長
第
五
の
原
文

を
主
に
『
朱
子
語
類
』
に
所
収
の
「
論
語
（
一
～
三
十
二
）」
と
『
朱
子
全
書
』（
修

『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
公
冶
長
第
五 

上
篇
）

　
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―

�

孫
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訂
本
全
二
十
七
冊
、
朱
傑
人
、
嚴
佐
之
、
劉
永
翔
主
編
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
安

徽
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
に
所
収
の
『
論
語
或
問
』
な
ど
に
記
録
さ
れ
て

い
る
朱
子
の
説
明
に
基
づ
い
て
和
訳
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

朱
子
哲
学
に
い
う
「
気
」「
理
」「
性
」「
仁
」「
徳
」「
道
」「
敬
」「
君
子
」「
賢

人
」「
聖
人
」「
工
夫
」
な
ど
、
こ
れ
ら
の
諸
概
念
の
具
体
的
な
内
容
の
要
旨
を
本

稿
下
篇
末
尾
に
付
録
し
た
。

公
冶
長
第
五

此
篇
皆
論
古
今
人
物
賢
否
得
失
、
蓋
格
物
窮
理
之
一
端
也
。
凡
二
十
七
章
。
胡
氏

以
為
疑
多
子
貢
之
徒
所
記
云
。

本
篇
は
全
篇
、
古
今
人
物
の
、
賢
か
否
か
ま
た
は
得
失
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、

思
う
に
「
格
物
窮
理
」（「
格
物
、
所
以
窮
理
。」「
格
物
、
是
格
尽
此
物
。
如
有
一

物
、
凡
十
瓣
、
已
知
五
瓣
、
尚
有
五
瓣
未
知
、
是
為
不
尽
。
如
一
鏡
焉
、
一
半
明
、

一
半
暗
、
是
一
半
不
尽
。
格
尽
物
理
、
則
知
尽
。」「
曹
兄
問
、
格
物
窮
理
、
須
是

事
事
物
物
上
理
會
。
曰
、
也
須
是
如
此
。
但
窮
理
上
須
是
見
得
十
分
徹
底
、
窮
到

極
處
、
須
是
見
得
第
一
著
、
方
是
。
不
可
只
到
第
三
第
四
著
便
休
了
」、
つ
ま
り
、

事
物
の
理
（
つ
ま
り
性
質
）
を
窮
め
尽
く
す
こ
と
）
の
一
部
分
で
あ
る
。
全
部
で

二
十
七
章
。
胡
氏
（
前
出
）
は
、
大
部
分
は
子
貢
の
弟
子
が
記
述
し
た
も
の
で
は

な
い
か
と
思
う
、
と
い
う
。

（
朱
子
哲
学
に
い
う
「
理
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
下
篇
の
末
尾
に
「「
性
」「
理
」

に
つ
い
て
」
を
付
録
し
て
い
る
。
前
出
と
は
、「
拙
稿
「『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）

の
日
本
語
訳
（
學
而
第
一
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解

釈
―
」（『
岡
山
大
学
全
学
教
育
・
学
生
支
援
機
構
教
育
研
究
紀
要
』
第
二
号
、
二

○
一
七
年
）
に
既
出
」
の
意
。）

第
一
章

子
謂
公
冶
長
、
可
妻
也
。
雖
在
縲
絏
之
中
、
非
其
罪
也
。
以
其
子
妻
之
。
子
謂
南

容
、
邦
有
道
、
不
廢
。
邦
無
道
、
免
於
刑
戮
。
以
其
兄
之
子
妻
之
。

孔
子
は
弟
子
の
公
冶
長
の
こ
と
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
。「
彼
に
娘
を
託
す
こ
と
が

で
き
る
。
監
獄
の
中
に
収
監
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
彼
が
罪
を
犯
し
た
わ
け
で
は

な
い
。」（
無
罪
な
の
に
収
監
さ
れ
た
の
だ
か
ら
で
は
な
く
、
公
冶
長
は
良
い
人
だ

か
ら
、
娘
を
託
し
て
も
い
い
、
と
い
う
こ
と
で
、）
自
分
の
娘
を
公
冶
長
に
嫁
が

せ
た
。
孔
子
は
弟
子
の
南
容
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
国
に
道
が
あ
る
時
（
つ
ま
り
、

君
子
の
望
ん
で
い
る
政
治
が
行
わ
れ
た
時
）
は
、
彼
は
必
ず
用
い
ら
れ
る
の
だ
。

国
に
道
が
な
い
時
（
つ
ま
り
、
小
人
が
権
力
を
握
っ
て
君
子
を
迫
害
す
る
時
）
は
、

（「
南
容
能
謹
其
言
行
，
必
不
陷
於
刑
戮
」、
つ
ま
り
、
南
容
は
よ
く
そ
の
言
行
を

慎
む
の
だ
か
ら
、）
必
ず
刑
罰
の
残
害
を
免
れ
る
の
だ
。」
と
言
わ
れ
、
そ
の
兄
の

娘
を
南
容
に
嫁
が
せ
た
。

（
朱
子
哲
学
に
い
う
「
君
子
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
下
篇
末
尾
に
「「
君
子
」
に

つ
い
て
」
及
び
「「
聖
人
」
と
「
君
子
」
と
「
賢
人
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
」
を

付
録
し
て
い
る
。
以
下
同
じ
。）



（3）

『
論
語
集
注
』（
朱
熹
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集
注
：

　
「
妻
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
つ
ま
り
「
め
あ
わ
す
」「
め
あ
わ
せ
る
」
の
意
）

で
あ
る
。
以
下
は
同
じ
。「
縲
」
は
、「
力
」「
追
」
の
反
。「
絏
」
は
、「
息
」「
列
」

の
反
。「
公
冶
長
」
は
、
孔
子
の
弟
子
で
あ
る
。「
妻
」
は
、
め
あ
わ
せ
る
こ
と
で

あ
る
。「
縲
」
は
、
黒
い
縄
で
あ
る
。「
絏
」
は
、
縄
を
引
く
こ
と
で
あ
る
。
古
代

で
は
、
監
獄
の
中
、
黒
い
縄
で
罪
人
を
縛
り
引
っ
張
る
の
で
あ
る
。
公
冶
長
の
人

柄
に
つ
い
て
は
も
う
調
べ
よ
う
が
な
い
が
、
孔
子
が
「
め
あ
わ
す
べ
き
な
り
」
と

言
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、
彼
は
必
ず
そ
れ
な
り
の
長
所
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、

「
其
の
人
嘗
て
縲
絏
の
中
に
陷
る
と
雖
も
、
而
し
て
其
の
罪
に
非
ず
」（「
雖
在
縲

紲
之
中
。
特
因
而
挙
之
、
非
謂
以
非
罪
而
陷
縲
紲
為
可
妻
也
」、
つ
ま
り
、
無
罪

な
の
に
収
監
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
「
彼
に
娘
を
託
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
わ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
）
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
と
も
と

め
あ
わ
す
こ
と
に
は
問
題
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
有
罪
、
無
罪
は
、

「
我
に
在
る
の
み
」（「
為
仁
由
己
、
而
由
人
乎
哉
。
這
箇
只
在
我
、
非
他
人
所
能

與
也
。
非
礼
勿
視
聴
言
動
、
勿
與
不
勿
、
在
我
而
已
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
当

事
者
本
人
に
よ
る
も
の
）
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
「
外
自
り
至
る
者
」（「
問
、
閑

邪
、
莫
是
為
防
閑
抵
拒
那
外
物
、
使
不
得
侵
近
否
。
曰
、
固
是
。
凡
言
邪
、
皆
自

外
至
者
也
。
然
只
視
聴
言
動
無
非
礼
、
便
是
閑
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
他
人
か

ら
の
裁
定
）
を
も
っ
て
栄
辱
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
南
容
」
は
、
孔
子
の
弟
子
で
あ
り
、
姓
は
南
宮
、
名
は
縚
、
ま
た
名
は
适
、

字
は
子
容
、
謚
は
敬
叔
。「
孟
懿
子
」（「
孟
懿
子
、
魯
大
夫
仲
孫
氏
、
名
何
忌
」、

つ
ま
り
魯
国
の
大
夫
仲
孫
氏
）
の
兄
で
あ
る
。「
不
廃
」
は
、
必
ず
用
い
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
言
行
を
謹
む
。
だ
か
ら
、「
治
朝
」（「
邦
有
道
、
是

君
子
道
長
之
時
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
君
子
の
望
ん
で
い
る
政
治
が
行
わ
れ

た
時
の
こ
と
）
に
お
い
て
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、「
乱
世
」（「
邦
無
道
、

是
小
人
得
志
以
陷
害
君
子
之
時
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
小
人
が
権
力
を
握
っ

て
君
子
を
迫
害
す
る
時
の
こ
と
）
に
お
い
て
は
、
災
い
を
免
れ
る
の
で
あ
る
。
事

例
は
ま
た
、
第
十
一
篇
（
つ
ま
り
先
進
第
十
一
の
第
五
章
「
南
容
三
復
白
圭
、
孔

子
以
其
兄
之
子
妻
之
」
の
こ
と
。「
問
、
子
謂
南
容
章
、
集
注
云
、
以
其
謹
於
言
行
。

如
其
三
復
白
圭
、
固
見
其
謹
於
言
矣
。
謹
於
行
處
雖
未
見
、
然
言
行
実
相
表
裏
、

能
謹
於
言
、
必
能
謹
於
行
矣
。
曰
、
然
」、
つ
ま
り
、「
白
圭
を
三
復
す
」（「
詩
大

雅
抑
之
篇
曰
、
白
圭
之
玷
、
尚
可
磨
也
。
斯
言
之
玷
、
不
可
為
也
。
南
容
一
日
三

復
此
言
、事
見
家
語
。
蓋
深
有
意
於
謹
言
也
」、つ
ま
り
、一
日
に
三
回
も
「
白
圭
」

の
詩
を
言
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
言
葉
を
慎
む
に
深
く
意
識
し
て
い
た
、
と
い
う

こ
と
）
は
た
だ
言
葉
を
慎
む
だ
け
の
話
で
あ
る
が
、
言
葉
を
慎
む
こ
と
が
で
き
れ

ば
当
然
行
動
を
慎
む
こ
と
も
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
）
に
も
見
え
る
。
あ
る
人
が

言
っ
た
。「
公
冶
長
の
「
賢
」（「
嫁
女
必
量
其
才
而
求
配
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り

才
能
の
こ
と
）
は
南
容
に
及
ば
な
い
。
だ
か
ら
、
孔
子
は
自
分
の
娘
を
公
冶
長
に

嫁
が
せ
て
、
そ
の
兄
の
娘
を
南
容
に
嫁
が
せ
た
の
だ
。
思
う
に
、
兄
に
は
厚
く
し

て
、自
分
に
は
薄
く
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（
こ
の
話
に
対
し
て
、）程
子（
前

出
）は
言
っ
た
。「
こ
れ
は
聖
人
の
こ
と
を
私
意
的
に
推
し
量
る
も
の
で
あ
る
。「
凡

そ
人
の
嫌
を
避
く
者
、
皆
な
内
足
ら
ざ
る
な
り
。」（「
叔
蒙
問
、
程
子
説
避
嫌
之
事
、

賢
者
且
不
為
、
況
聖
人
乎
。
若
是
有
一
項
合
委
曲
而
不
可
以
直
遂
者
、
這
不
可
以

為
避
嫌
。
曰
、
自
是
道
理
合
如
此
。
如
避
嫌
者
、
却
是
又
怕
人
道
如
何
、
這
却
是



岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
第
五
十
二
号
（
二
〇
二
一
・
十
二
）

（4）

私
意
。
如
十
起
與
不
起
、
便
是
私
、
這
便
是
避
嫌
。
只
是
他
見
得
這
意
思
、
已
是

大
段
做
工
夫
、
大
段
會
省
察
了
。
又
如
人
遺
之
千
里
馬
、
雖
不
受
、
後
来
薦
人
未

嘗
忘
之
、
後
亦
竟
不
薦
。
不
薦
自
是
好
、
然
於
心
終
不
忘
、
便
是
喫
他
取
奉
意
思

不
過
、
這
便
是
私
意
。
又
如
如
今
立
朝
、
明
知
這
箇
是
好
人
、
当
薦
挙
之
，
却
緣

平
日
與
自
家
有
恩
意
往
来
、
不
是
説
親
戚
、
親
戚
自
是
礙
法
、
但
以
相
熟
、
遂
避

嫌
不
挙
他
。
又
如
有
某
人
平
日
與
自
家
有
怨
、
到
得
当
官
、
彼
却
有
事
当
治
、
却

怕
人
説
道
因
前
怨
治
他
、
遂
休
了
。
如
此
等
、
皆
蹉
過
多
了
。」「
程
子
所
謂
年
之

長
幼
、
時
之
先
後
、
正
是
解
或
人
之
説
未
必
当
時
如
此
。
大
抵
二
人
都
是
好
人
、

可
托
。
或
先
是
見
公
冶
長
、
遂
将
女
妻
他
。
後
来
見
南
容
亦
是
箇
好
人
、
又
把
兄

之
女
妻
之
。
看
来
文
勢
、
恐
是
孔
子
之
女
年
長
、
先
嫁
。
兄
之
女
少
、
在
後
嫁
、

亦
未
可
知
。
程
子
所
謂
凡
人
避
嫌
者
皆
内
不
足
、
実
是
如
此
」、
つ
ま
り
、
人
に

何
か
を
言
わ
れ
る
の
を
恐
れ
て
為
す
べ
き
こ
と
を
為
さ
な
い
の
は
、
皆
内
心
に
私

意
が
あ
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
。）
聖
人
は
自
ず
と
極
め
て
公
正
な
こ
と
を
行

う
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
「
避
嫌
」（
つ
ま
り
嫌
疑
を
避
け
る
こ
と
）
の
こ
と
を

す
る
の
だ
ろ
う
か
。ま
し
て
娘
を
嫁
が
せ
る
に
は
、必
ず
そ
の
相
手
の
才
能
を
量
っ

て
は
じ
め
て
娶
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、
な
お
更
「
避
嫌
」
の
こ
と
を
す

る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
孔
子
の
こ
と
な
ら
ば
、
当
時
、
孔
子
の
娘
と
孔
子
の

兄
の
娘
は
ど
ち
ら
が
年
長
か
、
ど
ち
ら
が
先
に
嫁
い
だ
か
、
こ
う
い
う
こ
と
は
皆

分
か
っ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
「
避
嫌
」
と
思
う
の
が
甚
だ
い
け
な
い
こ
と
で

あ
る
。「
避
嫌
」
の
こ
と
を
、
賢
者
で
す
ら
し
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
聖
人
が

す
る
は
ず
が
な
い
。」

　

妻
、
去
聲
、
下
同
。
縲
、
力
追
反
。
絏
、
息
列
反
。
○
公
冶
長
、
孔
子
弟
子
。
妻
、

為
之
妻
也
。
縲
、
黑
索
也
。
絏
、
攣
也
。
古
者
獄
中
以
黑
索
拘
攣
罪
人
。
長
之
為

人
無
所
考
、
而
夫
子
稱
其
可
妻
、
其
必
有
以
取
之
矣
。
又
言
其
人
雖
嘗
陷
於
縲
絏

之
中
、
而
非
其
罪
、
則
固
無
害
於
可
妻
也
。
夫
有
罪
無
罪
、
在
我
而
已
、
豈
以
自

外
至
者
為
榮
辱
哉
。

　

南
容
、
孔
子
弟
子
、
居
南
宮
、
名
縚
、
又
名
适
、
字
子
容
、
謚
敬
叔
。
孟
懿
子

之
兄
也
。
不
廢
、
言
必
見
用
也
。
以
其
謹
於
言
行
、
故
能
見
用
於
治
朝
、
免
禍
於

亂
世
也
。
事
又
見
第
十
一
篇
。
○
或
曰
、
公
冶
長
之
賢
不
及
南
容
、
故
聖
人
以
其

子
妻
長
、
而
以
兄
子
妻
容
、
蓋
厚
於
兄
而
薄
於
己
也
。
程
子
曰
、
此
以
己
之
私
心

窺
聖
人
也
。
凡
人
避
嫌
者
、
皆
內
不
足
也
。
聖
人
自
至
公
、
何
避
嫌
之
有
。
況
嫁

女
必
量
其
才
而
求
配
、
尤
不
當
有
所
避
也
。
若
孔
子
之
事
、
則
其
年
之
長
幼
、
時

之
先
後
皆
不
可
知
、
惟
以
為
避
嫌
則
大
不
可
。
避
嫌
之
事
、
賢
者
且
不
為
、
況
聖

人
乎
。

第
二
章

子
謂
子
賤
、
君
子
哉
若
人
。
魯
無
君
子
者
、
斯
焉
取
斯
。

（
孔
子
弟
子
子
賤
の
住
ん
で
い
た
魯
国
に
賢
人
が
多
か
っ
た
か
ら
、
子
賤
は
年
配

の
賢
人
に
対
し
て
尊
敬
し
て
師
事
し
有
益
な
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
同
輩
の

賢
人
に
対
し
て
友
達
と
し
て
親
し
く
交
流
し
切
磋
琢
磨
し
、そ
れ
に
よ
っ
て
「
徳
」

（
つ
ま
り
仁
義
礼
智
の
徳
）
の
実
行
を
行
う
よ
う
に
気
質
を
変
え
る
努
力
を
し
て

い
た
。）
孔
子
は
子
賤
の
こ
と
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
。「
君
子
だ
な
、
こ
の
よ
う
な
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『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
公
冶
長
第
五 

上
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
　
　
孫
　
路
易

人
は
。
魯
国
に
君
子
な
る
者
が
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
人
は
ど
こ
か
ら
こ
の
徳
を
得

ら
れ
た
だ
ろ
う
。」

（「
問
、
子
謂
子
賤
章
。
曰
、
看
来
聖
人
以
子
賤
為
君
子
哉
若
人
、
此
君
子
亦
是

大
概
説
、
如
南
宮
适
出
、
子
曰
、
君
子
哉
若
人
一
般
。
大
抵
論
語
中
有
説
得
最
高

者
、
有
大
概
説
、
如
言
賢
者
之
類
。
若
言
子
賤
為
君
子
、
而
子
貢
未
至
於
不
器
、

恐
子
賤
未
能
強
似
子
貢
。
又
子
賤
因
魯
多
君
子
而
後
有
所
成
就
、
不
応
魯
人
強
似

子
貢
者
如
此
之
多
。」
と
あ
り
、
つ
ま
り
、
こ
の
章
の
い
う
「
君
子
」
は
大
ま
か

な
意
味
で
の
「
君
子
」
で
あ
っ
て
決
し
て
本
当
の
意
味
で
の
「
君
子
」
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
。）

集
注
：

　
「
焉
」
は
、「
於
」「
虔
」
の
反
（
こ
こ
で
は
、「
い
ず
く
に
」
の
意
）。「
子
賤
」
は
、

孔
子
の
弟
子
で
あ
り
、姓
は
宓
、名
は
不
齊
。
上
の
「
斯
」
の
字
は
こ
の
人
を
「
斯
」

と
し
（
つ
ま
り
上
の
「
斯
」
は
「
こ
の
人
」
の
意
）、
下
の
「
斯
」
の
字
は
こ
の

徳
を
「
斯
」
と
す
る
（
つ
ま
り
下
の
「
斯
」
は
「
こ
の
徳
」
の
意
）。
子
賤
は
、

思
う
に
、「
能
く
賢
を
尊
び
友
を
取
り
て
以
て
其
の
徳
を
成
す
者
」（「
問
、
魯
無

君
子
、
斯
焉
取
斯
。
曰
、
居
鄉
而
多
賢
、
其
老
者
、
吾
当
尊
敬
師
事
、
以
求
其
益
。

其
行
輩
與
吾
相
若
者
、
則
納
交
取
友
、
親
炙
漸
磨
、
以
涵
養
徳
性
、
薰
陶
気
質
。」

「
大
抵
人
之
徳
性
上
、
自
有
此
四
者
意
思
。
仁
、
便
是
箇
温
和
底
意
思
。
義
、
便

是
惨
烈
剛
断
底
意
思
。
礼
、
便
是
宣
著
発
揮
底
意
思
。
智
、
便
是
箇
收
斂
無
痕
𦴩

底
意
思
。
性
中
有
此
四
者
、
聖
門
却
只
以
求
仁
為
急
者
、
緣
仁
却
是
四
者
之
先
。」

「
曰
、
如
何
是
收
其
放
心
、
養
其
徳
性
。
曰
、
放
心
者
、
或
心
起
邪
思
、
意
有
妄
念
、

耳
聴
邪
言
、
目
観
乱
色
、
口
談
不
道
之
言
、
至
於
手
足
動
之
不
以
礼
、
皆
是
放
也
。

收
者
、
便
於
邪
思
妄
念
處
截
断
不
続
、
至
於
耳
目
言
動
皆
然
、
此
乃
謂
之
收
。
既

能
收
其
放
心
、
徳
性
自
然
養
得
。」「
問
、
人
之
徳
性
本
無
不
備
、
而
気
質
所
賦
、

鮮
有
不
偏
。
将
性
対
気
字
看
、
性
即
是
此
理
。
理
無
不
善
者
、
因
墮
在
形
気
中
、

故
有
不
同
。
所
謂
気
質
之
性
者
，
是
如
此
否
。
曰
、
固
是
。
但
気
稟
偏
、
則
理
亦

欠
闕
了
」、
つ
ま
り
、
そ
の
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
の
「
郷
」（
つ
ま
り
村
）
に
賢
人

が
多
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
の
年
配
の
者
に
対
し
て
は
教
師
と
し
て
尊
敬
し
有
益
な

こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
の
同
輩
の
者
に
対
し
て
は
友
達
と
し
て
親
し
く

交
流
し
切
磋
琢
磨
す
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
徳
」（
つ
ま
り
仁
義
礼
智
の
徳
）
の

実
行
を
行
う
よ
う
に
気
質
を
変
化
す
る
、
こ
う
い
う
人
の
こ
と
）
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
孔
子
は
子
賤
の
「
賢
」（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
君
子
ぶ
り
」）
を
感
嘆
し
、

し
か
も
「
魯
国
に
君
子
が
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
人
が
ど
こ
か
ら
教
え
を
受
け
て
徳

の
実
行
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
お
言

葉
に
よ
っ
て
魯
国
に
賢
人
が
多
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
蘇
氏
（
蘇

軾
、
一
〇
三
七
～
一
一
〇
一
、
字
は
子
瞻
、
号
は
東
坡
居
士
）
が
言
っ
た
。「
人

の
良
さ
を
褒
め
る
時
に
、
必
ず
そ
の
人
の
父
兄
や
師
友
に
ま
で
及
ぶ
の
は
、
極
め

て
情
が
厚
い
。」

　

焉
、
於
虔
反
。
○
子
賤
、
孔
子
弟
子
、
姓
宓
、
名
不
齊
。
上
斯
斯
此
人
、
下
斯

斯
此
德
。
子
賤
蓋
能
尊
賢
取
友
以
成
其
德
者
。
故
夫
子
既
歎
其
賢
、
而
又
言
若
魯

無
君
子
、
則
此
人
何
所
取
以
成
此
德
乎
。
因
以
見
魯
之
多
賢
也
。
○
蘇
氏
曰
、
稱

人
之
善
、
必
本
其
父
兄
師
友
、
厚
之
至
也
。
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第
三
章

子
貢
問
曰
、
賜
也
何
如
。
子
曰
、
女
器
也
。
曰
、
何
器
也
。
曰
、
瑚
璉
也
。

（「
器
者
、
各
適
其
用
而
不
能
相
通
。」「
賢
人
則
器
、
獲
此
而
失
彼
、
長
於
此
又

短
於
彼
。」、
こ
こ
で
は
、「
器
」
は
つ
ま
り
「
賢
人
」
の
意
。「
瑚
璉
」
は
宗
廟
の

供
え
物
を
盛
る
に
使
わ
れ
る
貴
重
な
礼
器
だ
が
、
宗
廟
の
中
で
し
か
使
わ
れ
な
い

も
の
、
即
ち
用
途
が
十
全
で
な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
子
貢
は
用

途
が
十
全
で
な
い
も
の
の
、
貴
重
な
人
材
だ
、
と
い
う
こ
と
を
「
瑚
璉
」
に
譬
え

た
。）
子
貢
が
お
尋
ね
し
た
。「「
賜
」（「
子
貢
、
姓
端
木
、
名
賜
」、
こ
こ
で
は
、

つ
ま
り
、「
わ
た
く
し
」
の
意
）
は
い
か
が
で
す
か
。」
孔
子
は
言
わ
れ
た
。「
お

前
は
器
だ
。」「
何
の
器
で
す
か
。」
と
お
尋
ね
す
る
と
、
孔
子
は
「
瑚
璉
だ
。」
と

言
わ
れ
た
。

（「
問
、
子
貢
、
女
器
也
。
喚
做
不
是
君
子
、
得
否
。
曰
、
子
貢
也
是
箇
偏
底
、

可
貴
而
不
可
賤
、
宜
於
宗
廟
朝
廷
而
不
可
退
處
、
此
子
貢
之
偏
處
。」「
叔
蒙
問
、

子
貢
通
博
明
達
、
若
非
止
於
一
能
者
、
如
何
却
以
器
目
之
。
莫
是
亦
有
窮
否
。
曰
、

畢
竟
未
全
備
。」「
子
貢
聡
明
、
工
夫
粗
、
故
有
闕
處
。」「
問
、
子
貢
得
為
器
之
貴

者
、
聖
人
許
之
。
然
未
離
乎
器
、
而
未
至
於
不
器
處
、
不
知
子
貢
是
合
下
無
規
模
。

抑
是
後
来
欠
工
夫
。
曰
、
也
是
欠
工
夫
、
也
是
合
下
稟
得
偏
了
。」
と
あ
り
、
つ

ま
り
、
子
貢
は
聡
明
で
幾
つ
か
の
才
能
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
稟
受
し

た
気
質
の
偏
り
を
変
化
す
る
努
力
が
ま
だ
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
用
途
が

十
全
な
人
材
で
あ
る
「
君
子
」
に
は
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
。）

集
注
：

　
「
女
」
は
、「
汝
」
と
発
音
す
る
（
つ
ま
り
「
な
ん
じ
」
の
意
）。「
瑚
」
は
、「
胡
」

と
発
音
す
る
。「
璉
」
は
、「
力
」「
展
」
の
反
。「
器
」
と
は
、
何
か
の
用
途
に
使

わ
れ
る
器
具
の
こ
と
で
あ
る
。
夏
代
で
は
「
瑚
」
と
言
い
、
商
代
で
は
「
璉
」
と

言
い
、
周
代
で
は
「
簠
簋
」（「
吉
礼
之
器
、
即
是
簠
簋
之
類
」、
つ
ま
り
、
吉
礼

を
行
う
時
に
使
わ
れ
る
礼
器
の
こ
と
）
と
言
い
、
い
ず
れ
も
「
宗
廟
」（「
礼
、
宗

廟
只
是
一
君
一
嫡
后
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
天
子
や
諸
侯
が
そ
の
先
祖
を
祭

る
霊
廟
の
こ
と
）
で
は
お
供
え
物
の
「
黍
稷
」（『
本
草
綱
目
』
穀
二
・
稷
「
黍
與

稷
、
一
類
二
種
也
。
黏
者
為
黍
、
不
黏
者
為
稷
。
稷
可
作
飯
、
黍
可
醸
酒
」、
つ

ま
り
穀
物
）
を
盛
る
礼
器
で
あ
り
、
そ
れ
を
飾
る
に
玉
が
使
わ
れ
て
、
礼
器
の
中

で
は
貴
重
且
つ
華
や
か
で
美
し
い
も
の
で
あ
る
。
子
貢
は
、
孔
子
が
子
賤
の
こ
と

を
「
君
子
な
る
か
な
。」（
前
章
を
参
照
）
と
褒
め
た
の
を
見
て
、
そ
こ
で
、
自
分

の
こ
と
に
つ
い
て
（
孔
子
に
）
お
尋
ね
し
た
の
で
、
孔
子
は
「
汝
は
器
な
り
。」

と
答
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
貢
は
「
器
な
ら
ず
」（「
君
子
不

器
、
是
不
拘
於
一
、
所
謂
体
無
不
具
。
人
心
原
有
這
許
多
道
理
充
足
、
若
慣
熟
時
、

自
然
看
要
如
何
、
無
不
周
遍
。
子
貢
瑚
璉
、
只
是
廟
中
可
用
、
移
去
別
處
便
用
不

得
。」「
君
子
不
器
、
事
事
有
些
、
非
若
一
善
一
行
之
可
名
也
。」「
問
、
不
器
、
是

那
箇
君
子
。
曰
、
此
是
成
徳
全
才
之
君
子
、
不
可
一
偏
看
他
」、
こ
こ
で
は
、
つ

ま
り
、
仁
義
礼
智
の
徳
の
実
行
を
行
う
、
用
途
が
十
全
な
人
材
で
あ
る
「
君
子
」）

に
は
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、「
其
れ
亦
た
器
の
貴
き
者
」（「
子
貢
是
器
之

貴
者
、
可
以
為
貴
用
。」『
史
記
』
仲
尼
弟
子
列
伝
「「
故
子
貢
一
出
、
存
魯
、
乱
齊
、

破
吳
、
彊
晋
而
霸
越
。」「
子
貢
相
衛
。」」、
つ
ま
り
、
彼
も
ま
た
人
材
の
中
で
は



（7）

『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
公
冶
長
第
五 

上
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
　
　
孫
　
路
易

貴
重
な
存
在
）
で
あ
ろ
う
。

　

女
、
音
汝
。
瑚
、
音
胡
。
璉
、
力
展
反
。
○
器
者
、
有
用
之
成
材
。
夏
曰
瑚
、

商
曰
璉
、
周
曰
簠
簋
、
皆
宗
廟
盛
黍
稷
之
器
而
飾
以
玉
、
器
之
貴
重
而
華
美
者
也
。

子
貢
見
孔
子
以
君
子
許
子
賤
、
故
以
己
為
問
、
而
孔
子
告
之
以
此
。
然
則
子
貢
雖

未
至
於
不
器
、
其
亦
器
之
貴
者
歟
。

第
四
章

或
曰
、
雍
也
仁
而
不
佞
。
子
曰
、
焉
用
佞
、
禦
人
以
口
給
、
屢
憎
於
人
。
不
知
其

仁
、
焉
用
佞
。

（「
雍
」
は
、
孔
子
弟
子
の
仲
弓
の
こ
と
で
あ
る
。「
佞
」
は
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま

り
、
応
答
が
敏
捷
で
弁
舌
に
長
け
る
こ
と
で
あ
る
。「
仁
者
」
は
、
こ
こ
で
は
、

つ
ま
り
、
内
心
に
ほ
ん
の
少
し
の
私
欲
・
私
意
が
な
い
こ
の
状
態
が
間
断
す
る
こ

と
な
く
ず
っ
と
続
い
て
い
る
、
こ
う
い
う
人
の
こ
と
で
あ
る
。）
あ
る
人
が
お
尋

ね
し
た
。「
雍
は
「
仁
者
」
で
す
が
、「
佞
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。」
孔
子
は
言

わ
れ
た
。「
ど
う
し
て
「
佞
」
の
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
人
に
応
答
す
る
時
に
実
情

を
確
か
め
ず
思
慮
も
せ
ず
に
場
当
た
り
的
な
こ
と
を
言
っ
て
応
答
す
る
の
で
あ
れ

ば
（
つ
ま
り
「
佞
人
」
で
あ
れ
ば
）、し
ば
し
ば
人
に
憎
ま
れ
る
の
だ
。
雍
が
「
仁

者
」か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
の
だ
が
、ど
う
し
て「
佞
」の
必
要
が
あ
ろ
う
か
。（
つ

ま
り
、
そ
の
「
佞
人
」
で
な
い
こ
と
こ
そ
賢
者
な
の
だ
か
ら
、
弁
舌
に
長
け
な
い

こ
と
は
欠
点
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。）」

集
注
：

　
「
雍
」
は
、
孔
子
の
弟
子
で
あ
り
、
姓
は
冉
、
字
は
仲
弓
。「
佞
」
は
、「
口
才
」

（「
佞
、
不
是
諂
佞
、
是
箇
口
快
底
人
。
事
未
問
是
不
是
、
一
時
言
語
便
抵
当
得
去
。

子
路
使
子
羔
為
費
宰
、
子
曰
、
賊
夫
人
之
子
。
子
路
曰
、
何
必
読
書
、
然
後
為
学
。

子
曰
、
是
故
悪
夫
佞
者
。
子
路
未
問
是
與
不
是
、
臨
時
撰
得
話
来
也
好
、
可
見
是

佞
」、
弁
舌
に
長
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
実
情
を

確
か
め
ず
思
慮
も
せ
ず
場
当
た
り
的
な
こ
と
を
言
っ
て
応
答
す
る
、と
い
う
こ
と
）

で
あ
る
。
仲
弓
の
人
柄
は
重
厚
で
口
数
が
少
な
く
、
当
時
の
人
々
は
「
佞
」（「
佞
、

只
是
捷
給
辯
口
者
、
古
人
所
説
皆
如
此
、
後
世
方
以
諂
字
解
之
」、
こ
こ
で
は
、

つ
ま
り
、
応
答
が
敏
捷
で
弁
舌
に
長
け
る
人
の
こ
と
）
を
賢
人
と
し
て
い
た
か
ら
、

そ
こ
で
、（
あ
る
人
が
、）
仲
弓
の
人
柄
は
徳
が
優
れ
て
い
る
こ
と
（
つ
ま
り
仁
者

で
あ
る
こ
と
）
を
褒
め
た
も
の
の
、「
其
の
才
に
短
き
を
病
と
す
る
な
り
。」（「
世

固
有
有
才
而
無
徳
者
、
亦
有
有
徳
而
短
於
才
者
、
夫
子
亦
自
以
徳
與
力
分
言
矣
。」、

つ
ま
り
、
そ
の
弁
舌
に
長
け
な
い
こ
と
を
欠
点
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
。）

　
「
焉
」
は
、「
於
」「
虔
」
の
反
（
こ
こ
で
は
、つ
ま
り
「
焉
ん
ぞ
」
の
意
）。「
禦
」

は
、当
た
る
こ
と
で
あ
り
、「
応
答
す
る
」
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。「
給
」
は
、「
辨
」

（「
佞
、
只
是
捷
給
辯
口
者
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
応
答
が
敏
捷
で
弁
舌
に
長

け
る
こ
と
）
で
あ
る
。「
憎
」
は
、
憎
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
ど
う
し

て
弁
舌
に
長
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
佞
人
」（
つ
ま
り

応
答
が
敏
捷
で
弁
舌
に
長
け
る
人
の
こ
と
）
が
人
に
応
答
す
る
の
は
、「
但
だ
口

を
以
て
辨
を
取
り
て
情
實
無
し
。徒
だ
多
く
人
の
憎
悪
す
る
所
と
為
る
の
み
」（「
佞

是
無
実
之
辯
。」「
屢
憎
於
人
、
是
他
説
得
大
驚
小
怪
、
被
他
驚
嚇
者
豈
不
悪
之
」、
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つ
ま
り
、
た
だ
口
先
で
弁
舌
を
振
る
う
だ
け
で
話
に
実
質
的
な
内
容
が
な
い
と
い

う
こ
と
、
ま
た
、
話
を
大
げ
さ
に
言
っ
て
人
を
驚
か
し
、
た
だ
多
く
の
そ
の
驚
か

さ
れ
る
人
に
憎
ま
れ
る
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
）
で
あ
る
。
私
（
つ
ま
り
孔
子
）

は
仲
弓
が
仁
者
で
あ
る
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
「
佞
人
」
で
な
い

こ
と
こ
そ
賢
者
だ
か
ら
、
こ
れ
を
欠
点
と
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
の
だ
。
二

度
も「
焉
ん
ぞ
佞
を
用
い
ん
」を
言
わ
れ
た
の
は
、こ
の
道
理
を
深
く「
暁
す
」（「
古

人
皆
不
暁
暦
之
故
。」「
明
道
生
之
謂
性
一
章
、
却
難
暁
」、
つ
ま
り
、
理
解
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
、理
解
さ
せ
る
こ
と
）
た
め
で
あ
る
。
あ
る
人
が
「「
仲

弓
の
賢
」（『
論
語
』
雍
也
「
子
曰
、
雍
也
可
使
南
面
。」
朱
子
注
「
南
面
者
、
人

君
聴
治
之
位
。
言
仲
弓
寬
洪
簡
重
、
有
人
君
之
度
也
」、
つ
ま
り
、
君
主
の
位
に

つ
い
て
も
よ
い
ほ
ど
の
賢
者
）
で
も
、
孔
子
が
「
仁
者
」
だ
と
認
め
な
か
っ
た
の

は
、な
ぜ
か
。」
と
い
う
疑
問
を
抱
い
た
。（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
）
言
っ
た
。「「
仁

の
道
は
至
大
な
り
、
全
体
に
し
て
息
ま
ざ
る
者
に
非
ざ
れ
ば
、
以
て
之
に
当
た
る

に
足
ら
ず
。」（「
問
、
為
人
君
、
止
於
仁
。
若
是
未
仁
、
則
不
能
視
民
猶
己
、
而

不
足
為
君
。
然
夫
子
既
許
仲
弓
南
面
、
而
又
曰
未
知
其
仁
、
如
何
。
曰
、
言
仁
有

粗
細
、
有
只
是
指
那
慈
愛
而
言
底
、
有
就
性
上
説
底
、
這
箇
便
較
細
膩
。
若
有
一

毫
不
尽
、
不
害
為
未
仁
。
只
是
這
箇
仁
、
但
是
那
箇
是
浅
底
、
這
箇
是
深
底
、
那

箇
是
疏
底
、
這
箇
是
密
底
。」「
無
一
毫
私
欲
、
方
是
不
息
、
乃
三
月
不
違
以
上
地

位
。
若
違
時
、
便
是
息
。
不
善
底
心
固
是
私
、
若
一
等
閑
思
慮
亦
不
得
、
須
要
照

管
得
此
心
常
在
」、
つ
ま
り
、「
仁
」
は
慈
愛
の
情
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

慈
愛
の
情
を
発
す
る
「
仁
」
の
性
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
性
と
情
の
両

方
を
尽
く
す
、
つ
ま
り
そ
の
性
と
情
の
間
に
ほ
ん
の
少
し
の
私
欲
・
私
意
の
介
入

が
な
い
、
こ
う
い
う
状
態
が
間
断
す
る
こ
と
な
く
ず
っ
と
続
く
の
で
な
け
れ
ば
、

「
仁
者
」
だ
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、と
い
う
こ
と
。）
例
え
ば
「
顔
子
」（
つ

ま
り
孔
子
弟
子
の
顔
回
）
は
「
亜
聖
」（
つ
ま
り
「
聖
人
」
に
次
ぐ
こ
と
）
と
言

わ
れ
る
が
、「
猶
お
三
月
の
後
に
違
ひ
無
き
こ
と
能
は
ず
。」（「
顏
子
三
月
不
違
、

只
是
此
心
常
存
、
無
少
間
断
。
自
三
月
後
、
却
未
免
有
毫
髮
私
意
間
断
在
。
但
顏

子
纔
間
断
便
覚
、
当
下
便
能
接
続
将
去
。
雖
当
下
便
能
接
続
、
畢
竟
是
曾
間
断
来
。

若
無
這
些
子
、
却
便
是
聖
人
也
。」「
問
、
三
月
不
違
仁
。
曰
、
仁
與
心
本
是
一
物
。

被
私
欲
一
隔
、
心
便
違
仁
去
、
却
為
二
物
。
若
私
欲
既
無
、
則
心
與
仁
便
不
相
違
、

合
成
一
物
。
心
猶
鏡
、
仁
猶
鏡
之
明
。
鏡
本
来
明
、
被
塵
垢
一
蔽
、
遂
不
明
。
若

塵
垢
一
去
、
則
鏡
明
矣
。
顏
子
三
箇
月
之
久
無
塵
垢
。
其
餘
人
或
日
一
次
無
塵
垢
、

少
間
又
暗
、或
月
一
次
無
塵
垢
、二
十
九
日
暗
、亦
不
可
知
。」『
論
語
』
雍
也
「
子

曰
、
回
也
、
其
心
三
月
不
違
仁
。
其
餘
、
則
日
月
至
焉
而
已
矣
。」
朱
子
注
「
三
月
、

言
其
久
。
仁
者
、
心
之
徳
。
心
不
違
仁
者
、
無
私
欲
而
有
其
徳
也
」、
つ
ま
り
、

そ
れ
で
も
心
と
「
仁
」
の
間
に
私
欲
・
私
意
の
隔
た
り
が
な
く
て
心
が
常
に
「
仁
」

で
あ
る
こ
の
状
態
が
三
ヶ
月
続
い
た
後
に
間
断
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
。）
ま
し
て
仲
弓
は
（
君
主
の
位
に
つ
い
て
も
よ
い
ほ
ど
の
）
賢
者
で

は
あ
る
が
、（「
仁
」
に
違
わ
な
い
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
）
ま
だ
顔
子
に
及
ば
な

い
。
孔
子
は
当
然
、
軽
々
し
く
仲
弓
を
「
仁
者
」
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

だ
。

　

雍
、
孔
子
弟
子
、
姓
冉
、
字
仲
弓
。
佞
、
口
才
也
。
仲
弓
為
人
重
厚
簡
默
、
而

時
人
以
佞
為
賢
、
故
美
其
優
於
德
、
而
病
其
短
於
才
也
。



（9）

『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
公
冶
長
第
五 

上
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
　
　
孫
　
路
易

　

焉
、
於
虔
反
。
○
禦
、
當
也
、
猶
應
答
也
。
給
、
辨
也
。
憎
、
惡
也
。
言
何
用

佞
乎
。
佞
人
所
以
應
答
人
者
、
但
以
口
取
辨
而
無
情
實
、
徒
多
為
人
所
憎
惡
爾
。

我
雖
未
知
仲
弓
之
仁
、
然
其
不
佞
乃
所
以
為
賢
、
不
足
以
為
病
也
。
再
言
焉
用
佞
、

所
以
深
曉
之
。
○
或
疑
仲
弓
之
賢
而
夫
子
不
許
其
仁
、
何
也
。
曰
、
仁
道
至
大
、

非
全
體
而
不
息
者
、
不
足
以
當
之
。
如
顏
子
亞
聖
、
猶
不
能
無
違
於
三
月
之
後
。

況
仲
弓
雖
賢
、
未
及
顏
子
、
聖
人
固
不
得
而
輕
許
之
也
。

第
五
章

子
使
漆
雕
開
仕
。
對
曰
、
吾
斯
之
未
能
信
。
子
説
。

（
孔
子
弟
子
の
漆
雕
開
は
、
出
仕
す
る
に
必
要
な
才
能
を
備
え
て
い
る
が
、
た
だ
、

「
正
心
」「
誠
意
」
や
「
忠
」「
孝
」「
仁
」「
義
」
な
ど
の
日
常
生
活
に
お
い
て
現

れ
て
い
る
多
く
の
道
理
を
知
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
道
理
の
実
行
に
よ
っ
て
得
た

経
験
が
ま
だ
十
分
で
な
い
為
、
道
理
を
深
く
徹
底
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
ま
だ

至
ら
ず
、
道
理
の
実
行
を
十
分
に
行
え
る
自
信
が
な
く
、
出
仕
す
る
に
足
り
る
才

能
を
持
っ
て
い
て
も
、
こ
の
現
状
に
満
足
せ
ず
、
更
な
る
進
歩
を
望
ん
で
い
た
の

で
あ
る
。）
孔
子
が
漆
雕
開
を
出
仕
さ
せ
よ
う
と
さ
れ
た
。（
漆
雕
開
が
）
答
え
て

言
っ
た
。「
わ
た
く
し
は
道
理
の
実
行
を
十
分
に
行
え
る
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
。」

孔
子
は
喜
ば
れ
た
。（
つ
ま
り
、
漆
雕
開
が
出
仕
す
る
に
必
要
な
才
能
を
備
え
て

い
る
か
ら
、
孔
子
が
彼
に
出
仕
す
る
こ
と
を
進
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
道
理
の
実
行

を
十
分
に
行
え
る
自
信
が
な
い
と
打
ち
明
け
た
漆
雕
開
が
仕
え
る
こ
と
よ
り
も
む

し
ろ
多
く
の
道
理
を
と
こ
と
ん
理
解
す
る
為
に
更
に
学
に
志
す
と
い
う
高
い
見
地

を
見
せ
て
、
孔
子
は
喜
ば
れ
た
、
と
い
う
こ
と
。）

（「
正
心
」「
誠
意
」「
忠
」「
孝
」「
仁
」「
義
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
下
篇
の
末
尾

に
「「
徳
」
に
つ
い
て
」「「
性
」
と
「
理
」
に
つ
い
て
」「「
変
化
気
質
」
に
つ
い
て
」

を
付
録
し
て
い
る
。
以
下
同
じ
。）

集
注
：

　
「
説
」
は
、「
悦
」
と
発
音
す
る
（
つ
ま
り
、「
悦
ぶ
」
の
意
）。「
漆
雕
開
」
は
、

孔
子
の
弟
子
で
あ
り
、
字
は
子
若
。「
斯
」
は
、「
此
の
理
を
指
し
て
言
ふ
。」（「
斯
、

有
所
指
而
云
、
非
只
指
誠
意
、
正
心
之
事
。
事
君
以
忠
、
事
父
以
孝
、
皆
是
這
箇

道
理
。」「
斯
、
只
是
這
許
多
道
理
見
於
日
用
之
間
、
君
臣
父
子
仁
義
忠
孝
之
理
」、

こ
こ
で
は
、つ
ま
り
、日
常
生
活
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
「
忠
」「
孝
」「
仁
」「
義
」

な
ど
の
多
く
の
道
理
と
「
誠
意
」「
正
心
」
の
こ
と
を
指
す
、と
い
う
こ
と
。）「
信
」

は
、「
真
に
其
の
此
く
の
如
き
を
知
り
て
、
毫
髮
の
疑
ひ
無
き
こ
と
を
謂
ふ
な
り
。」

（「
問
、
注
謂
信
是
真
知
其
如
此
、
而
無
毫
髮
之
疑
。
是
如
何
。
曰
、
便
是
朝
聞
道

意
思
。
須
是
自
見
得
這
道
理
分
明
、
方
得
。
問
、
是
見
得
吾
心
之
理
、
或
是
出
仕

之
理
。
曰
、
都
是
這
箇
理
、
不
可
分
別
。
漆
雕
開
却
知
得
、
但
知
未
深
耳
、
所
以

未
敢
自
信
。」「
漆
雕
開
已
見
得
這
道
理
是
如
此
、
但
信
未
及
。
所
謂
信
者
、
真
見

得
這
道
理
是
我
底
、
不
是
問
人
假
借
将
来�

。
譬
如
五
穀
可
以
飽
人
、
人
皆
知
之
。

須
是
五
穀
灼
然
曾
喫
得
飽
、
方
是
信
得
及
。」「
漆
雕
開
吾
斯
之
未
能
信
、
斯
是
甚

底
。
他
是
見
得
此
箇
道
理
了
、
只
是
信
未
及
。
他
眼
前
看
得
闊
、
只
是
踐
履
未
純

熟
。
他
是
見
得
箇
規
模
大
、
不
入
這
小
底
窠
坐
。」「
知
得
深
、
便
信
得
篤
。
理
合

如
此
者
、
必
要
如
此
。
知
道
不
如
此
、
便
不
得
如
此
、
只
此
是
信
。
且
如
人
孝
、
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亦
只
是
大
綱
説
孝
、
謂
有
些
小
不
孝
處
亦
未
妨
。
又
如
忠
、
亦
只
是
大
綱
説
忠
、

謂
便
有
些
小
不
忠
處
、
亦
未
妨
。
即
此
便
是
未
信
。
信
與
未
信
、
聖
人
何
緣
知
得
。

只
見
他
其
才
可
仕
、
故
使
之
仕
。
他
揆
之
於
心
、
有
一
毫
未
得
、
不
害
其
為
未
信
、

仍
更
有
志
於
学
、
聖
人
所
以
説
之
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
道
理
を
深
く
徹
底

的
に
理
解
し
た
上
で
、
道
理
の
実
行
を
十
分
に
行
え
る
自
信
を
持
つ
、
と
い
う
こ

と
。）
漆
雕
開
は
自
ら
「
こ
の
よ
う
な
状
態
に
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
出
仕

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」
と
言
い
、
だ
か
ら
、
孔
子
は
そ
の
篤
実
に
学
に
志

す
こ
と
を
喜
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「「
漆
雕
開
已
に
大

意
を
見
る
。」（「
程
子
云
、
曾
點
漆
雕
開
已
見
大
意
、
如
何
。
曰
、
也
是
見
得
這

意
思
。
漆
雕
開
、
想
見
他
已
知
得
八
分
了
。
因
説
、
物
格
、
知
至
、
他
只
有
些
子

未
格
、
有
些
子
未
至
耳
。
伊
川
嘗
言
虎
傷
者
、
曾
経
傷
者
、
神
色
独
変
、
此
為
真

見
得
、
信
得
。
凡
人
皆
知
水
蹈
之
必
溺
、
火
蹈
之
必
焚
。
今
試
教
他
去
蹈
水
火
、

定
不
肯
去
。
無
他
、
只
為
真
知
。」「
問
、
漆
雕
開
已
見
大
意
、
如
何
。
曰
、
大
意

便
是
本
初
處
。
若
不
見
得
大
意
、
如
何
下
手
作
工
夫
。
若
已
見
得
大
意
、
而
不
下

手
作
工
夫
、亦
不
可
。
孔
門
如
曾
點
漆
雕
開
皆
已
見
大
意
」、つ
ま
り
、「
物
格
」「
知

至
」（
つ
ま
り
道
理
の
実
行
）
が
ま
だ
十
分
で
な
い
も
の
の
、
道
理
の
全
体
の
八

割
を
既
に
理
解
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。）
だ
か
ら
、
孔
子
は
喜
ば
れ
た
の
で

あ
る
。」
ま
た
言
っ
た
。「「
古
人
の
道
を
見
る
こ
と
分
明
な
り
。」（「
問
、
竊
意
開

都
見
得
許
多
道
理
、但
未
能
自
保
其
終
始
不
易
。
曰
、他
於
道
理
、已
自
透
徹
了
。」

「
道
理
自
是
如
此
、
這
裏
見
得
直
是
分
暁
、
方
可
去
做
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、

漆
雕
開
は
道
理
の
実
行
が
ま
だ
十
分
で
な
く
て
道
理
を
深
く
徹
底
的
に
理
解
で
き

て
い
な
い
の
だ
が
、
道
理
そ
の
も
の
は
既
に
は
っ
き
り
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
。）
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
だ
。」
謝
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「
漆

雕
開
の
学
び
状
況
に
つ
い
て
は
調
べ
よ
う
が
な
い
。
だ
が
、
孔
子
が
彼
に
仕
官
を

勧
め
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
き
っ
と
そ
の
才
能
が
仕
え
る
に
足
り
る
も
の
で
あ
る
に

違
い
な
い
。「
心
術
の
微
に
至
り
」（「
只
心
術
間
微
有
些
子
非
礼
處
、
也
須
用
浄

尽
截
断
了
。」「
他
揆
之
於
心
、
有
一
毫
未
得
、
不
害
其
為
未
信
」、
こ
こ
で
は
、

つ
ま
り
、
道
理
の
実
行
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
内
心
で
緻
密

に
計
る
、
と
い
う
こ
と
）、
ほ
ん
の
少
し
ま
だ
納
得
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、

自
信
を
持
た
な
い
と
思
う
の
も
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
孔
子
が

知
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
漆
雕
開
の
自
身
し
か
知
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。
漆
雕
開
の
才
能
は
出
仕
す
る
に
足
り
る
も
の
で
あ
る
が
、「
其
の
器
は
小

成
に
安
ん
ぜ
ず
」（「
又
問
、
謝
氏
謂
其
器
不
安
於
小
成
、
何
也
。
曰
、
據
他
之
才
、

已
自
可
仕
。
只
是
他
不
伏
如
此
、
又
欲
求
進
。
譬
如
一
株
樹
、
用
為
椽
桁
、
已
自

可
矣
。
他
不
伏
做
椽
桁
、
又
要
做
柱
、
便
是
不
安
於
小
成
也
。」「
上
蔡
言
漆
雕
開

不
安
於
小
成
。
是
他
先
見
大
意
了
、
方
肯
不
安
於
小
成
。
若
不
見
大
意
、
如
何
知

得
他
不
肯
安
於
小
成
。
若
不
見
大
意
者
、
只
安
於
小
成
耳
。
如
人
食
藜
藿
與
食
芻

豢
、
若
未
食
芻
豢
、
只
知
藜
藿
之
美
。
既
食
芻
豢
、
則
藜
藿
不
足
食
矣
」、
つ
ま
り
、

道
理
の
実
行
が
ま
だ
十
分
で
な
く
、
こ
の
現
状
に
満
足
せ
ず
、
更
な
る
進
歩
を
望

ん
で
い
た
、
と
い
う
こ
と
）、
将
来
の
や
り
遂
げ
る
こ
と
、
そ
の
計
り
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
、
孔
子
は
喜
ば
れ
た
の
で
あ
る
。」

　

説
、
音
悅
。
○
漆
雕
開
、
孔
子
弟
子
、
字
子
若
。
斯
、
指
此
理
而
言
。
信
、
謂

真
知
其
如
此
、
而
無
毫
髮
之
疑
也
。
開
自
言
未
能
如
此
、
未
可
以
治
人
、
故
夫
子
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『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
公
冶
長
第
五 

上
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
　
　
孫
　
路
易

説
其
篤
志
。
○
程
子
曰
、
漆
雕
開
已
見
大
意
、
故
夫
子
説
之
。
又
曰
、
古
人
見
道

分
明
、
故
其
言
如
此
。
謝
氏
曰
、
開
之
學
無
可
考
。
然
聖
人
使
之
仕
、
必
其
材
可

以
仕
矣
。
至
於
心
術
之
微
、
則
一
毫
不
自
得
、
不
害
其
為
未
信
。
此
聖
人
所
不
能

知
、
而
開
自
知
之
。
其
材
可
以
仕
、
而
其
器
不
安
於
小
成
、
他
日
所
就
、
其
可
量

乎
。
夫
子
所
以
説
之
也
。

第
六
章

子
曰
、
道
不
行
、
乘
桴
浮
于
海
。
從
我
者
、
其
由
與
。
子
路
聞
之
喜
。
子
曰
、
由

也
、
好
勇
過
我
、
無
所
取
材
。

（「
又
問
、
此
章
與
乘
桴
浮
海
、
莫
是
戲
言
否
。
曰
、
只
是
見
道
不
行
、
偶
然
発

此
歎
、
非
戲
言
也
。
因
言
、
後
世
只
管
説
当
時
人
君
不
能
用
聖
人
、
不
知
亦
用
不

得
。
每
国
有
世
臣
把
住
了
、
如
何
容
外
人
来
做
。
如
魯
有
三
桓
、
齊
有
田
氏
、
晉

有
六
卿
、
比
比
皆
然
、
如
何
容
聖
人
插
手
。」「
封
建
世
臣
、
賢
者
無
頓
身
處
、
初

間
亦
未
甚
。
至
春
秋
時
、
孔
子
事
如
何
。」
と
あ
り
、「
道
行
わ
れ
ず
」
と
は
つ
ま

り
、
当
時
の
各
国
で
は
官
職
の
世
襲
が
横
行
し
、
君
主
が
聖
人
や
賢
人
を
登
用
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
聖
人
の
理
想
の
政
治
が
行
わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
東
方
之
夷
有
九
種
。
欲
居
之
者
、
亦
乗
桴
浮
海
之
意
。」「
夫
子
浮
海
、
假
設
之
言
、

且
如
此
説
、
非
是
必
要
去
。
所
以
謂
子
路
勇
、
可
以
從
行
、
便
是
未
必
要
去
。」

と
あ
り
、「
桴
に
乗
り
て
海
に
浮
か
ば
ん
」
と
は
つ
ま
り
、
東
方
の
異
民
族
が
住

む
地
域
に
移
住
し
よ
う
と
し
て
い
か
だ
に
乗
っ
て
航
海
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
仮
定
の
話
で
あ
っ
て
孔
子
が
本
気
で
実
行
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
は

な
い
。「
問
、
子
路
資
質
剛
毅
、
固
是
箇
負
荷
容
受
得
底
人
。
如
何
却
有
那
聞
之

喜
及
終
身
誦
之
之
事
。
曰
、
也
只
緣
他
好
勇
、
故
凡
事
粗
率
、
不
能
深
求
細
繹
那

道
理
、故
有
如
事
。」「
子
路
好
勇
、蓋
有
強
其
所
不
知
以
為
知
者
。」
と
あ
り
、「
由

や
、
勇
を
好
む
こ
と
我
に
過
ぎ
た
り
」
と
は
つ
ま
り
、
子
路
は
勇
ま
し
い
こ
と
が

好
き
で
、
そ
の
勇
ま
し
さ
は
孔
子
以
上
だ
と
い
う
意
味
だ
が
、
子
路
は
そ
の
勇
を

好
む
が
為
に
、
事
に
当
た
る
時
は
考
え
が
荒
っ
ぽ
く
て
、
深
く
細
か
く
道
理
（
つ

ま
り
事
物
の
性
質
）を
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、知
ら
な
い
こ
と
を
強
い
て
知
っ

て
い
る
と
言
う
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。）
孔
子
は
言
わ
れ
た
。「
道
が
行
わ

れ
な
い
か
ら
、
い
か
だ
に
乗
っ
て
航
海
し
よ
う
。
私
に
随
行
す
る
人
は
、
そ
れ
が

「
由
」（「
由
、
孔
子
弟
子
、
姓
仲
、
字
子
路
」、
つ
ま
り
子
路
の
こ
と
）
か
な
。」

子
路
が
そ
の
話
を
聞
い
て
喜
ん
だ
。
孔
子
は
言
わ
れ
た
。「
由
よ
、
そ
の
勇
ま
し

い
こ
と
を
好
き
な
の
は
私
を
越
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
事
の
「
理
」
つ
ま
り
性

質
を
見
極
め
て
そ
の
性
質
に
従
っ
て
事
の
処
置
を
行
う
こ
の
こ
と
は
で
き
な
い
の

だ
。」

集
注
：

　
「
桴
」
は
、「
孚
」
と
発
音
す
る
。「
從
」、「
好
」
は
、
い
ず
れ
も
「
去
声
」（
第

四
声
、
つ
ま
り
「
お
供
す
る
」「
随
従
す
る
」
の
意
、「
好
む
」
の
意
）。「
與
」
は
、

「
平
声
」（
こ
こ
で
は
、
第
二
声
で
、
つ
ま
り
「
歟
」
と
同
じ
、「
か
」「
や
」
の
意
）。

「
材
」
は
、「
裁
」
と
同
じ
、
古
字
の
借
用
で
あ
る
。
○
「
桴
」
は
、「
筏
」
で
あ
る
。

程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「「
海
に
浮
か
ば
ん
」
と
嘆
い
た
の
は
、
天
下
に
賢
明

な
君
主
が
い
な
い
こ
と
を
悲
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
子
路
は
「
義
に
勇
み
」（「
子
善
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問
、
見
義
不
為
無
勇
也
。
曰
、
此
直
説
眼
前
事
、
若
見
得
合
做
底
事
、
且
須
勇
決

行
之
。
若
論
本
原
上
看
、
則
只
是
知
未
至
。
若
知
至
、
則
当
做
底
事
、
自
然
做
将

去
。」「
子
路
之
勇
、
夫
子
屢
箴
誨
之
、
是
其
勇
多
有
未
是
處
。
若
知
勇
於
義
、
知

大
勇
、
則
不
如
此
矣
」、
つ
ま
り
、
朱
子
は
、「
義
に
勇
む
」
と
は
為
す
べ
き
こ
と

を
勇
敢
に
為
す
と
い
う
こ
と
だ
と
見
て
、
子
路
の
「
勇
」
に
つ
い
て
は
為
す
べ
き

で
な
い
こ
と
を
勇
敢
に
為
す
こ
と
が
よ
く
あ
る
、
と
い
う
。
子
路
の
「
勇
」
に
つ

い
て
『
論
語
』
に
は
「
好
勇
」
と
言
う
の
だ
が
、「
勇
於
義
」
と
言
う
こ
と
は
な
い
。

「
伊
川
言
、
子
路
勇
於
義
者
、
観
其
志
、
豈
可
以
勢
利
拘
之
哉
。」
と
あ
り
、「
子

路
勇
於
義
」
は
恐
ら
く
程
伊
川
個
人
の
見
解
で
あ
ろ
う
）、
だ
か
ら
、
孔
子
は
「
彼

が
私
に
随
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
言
わ
れ
た
。
ど
れ
も
仮
定
の
話
で
あ
る（
つ

ま
り
、「
海
に
浮
か
ば
ん
」
も
「
其
れ
能
く
己
に
從
ふ
」
も
皆
仮
定
の
話
、
と
い

う
こ
と
）。
子
路
は
孔
子
の
話
を
本
気
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
も
の
だ
と
受
け
取
っ
て
、

孔
子
の
自
分
と
同
行
す
る
こ
と
を
喜
ん
だ
。
そ
れ
故
に
、
孔
子
は
そ
の
勇
ま
し
さ

を
褒
め
た
も
の
の
、そ
の
「
事
理
を
裁
度
し
て
」（
つ
ま
り
事
の
性
質
を
見
極
め
て
）、

「
義
に
適
う
」（
つ
ま
り
事
の
性
質
に
従
っ
て
事
の
処
置
を
行
う
こ
と
）
が
で
き
な

い
の
を
戒
め
た
の
で
あ
る
。

　

桴
、
音
孚
。
從
、
好
、
並
去
聲
。
與
、
平
聲
。
材
、
與
裁
同
、
古
字
借
用
。
○

桴
、
筏
也
。
程
子
曰
、
浮
海
之
歎
、
傷
天
下
之
無
賢
君
也
。
子
路
勇
於
義
、
故
謂

其
能
從
己
。
皆
假
設
之
言
耳
。
子
路
以
為
實
然
、
而
喜
夫
子
之
與
己
、
故
夫
子
美

其
勇
、
而
譏
其
不
能
裁
度
事
理
、
以
適
於
義
也
。

第
七
章

孟
武
伯
問
、
子
路
仁
乎
。
子
曰
、
不
知
也
。
又
問
。
子
曰
、
由
也
、
千
乘
之
國
、

可
使
治
其
賦
也
、
不
知
其
仁
也
。
求
也
何
如
。
子
曰
、
求
也
、
千
室
之
邑
、
百
乘

之
家
、
可
使
為
之
宰
也
、
不
知
其
仁
也
。
赤
也
何
如
。
子
曰
、
赤
也
、
束
帶
立
於

朝
、
可
使
與
賓
客
言
也
、
不
知
其
仁
也
。

孟
武
伯
（「
武
伯
、
懿
子
之
子
、
名
彘
。」「
孟
懿
子
、
魯
大
夫
仲
孫
氏
、
名
何
忌
」、

つ
ま
り
、魯
国
の
大
夫
孟
仲
孫
の
息
子
）が
尋
ね
た
。「
子
路
は
仁
者
で
し
ょ
う
か
。」

孔
子
は
答
え
ら
れ
た
。「
知
ら
な
い
ね
。」
ま
た
繰
り
返
し
尋
ね
る
と
、
孔
子
は
言

わ
れ
た
。「
由
（
子
路
の
名
）
は
、「
千
乘
の
国
」（「
千
乗
、
諸
侯
之
国
、
其
地
可

出
兵
車
千
乗
者
也
」、
つ
ま
り
、
諸
侯
の
国
）
で
そ
の
国
の
軍
事
を
司
ら
せ
る
こ

と
は
で
き
る
が
、「
其
の
仁
を
知
ら
ざ
る
な
り
。」（「
林
問
子
路
不
知
其
仁
處
。
曰
、

仁
、
譬
如
一
盆
油
一
般
、
無
些
子
夾
雑
、
方
喚
做
油
。
一
点
水
落
在
裏
面
、
便
不

純
是
油
了
。
渾
然
天
理
便
是
仁
、
有
一
毫
私
欲
便
不
是
仁
了
。
子
路
之
心
、
不
是

都
不
仁
。
仁
、人
心
也
。
有
発
見
之
時
、但
是
不
純
、故
夫
子
以
不
知
答
之
。」「
回

也
三
月
不
違
仁
、
言
不
違
仁
、
是
心
有
時
乎
違
仁
也
。
出
入
無
時
、
莫
知
其
鄉
。

存
養
主
一
、
使
之
不
失
去
、
乃
善
。
大
要
在
致
知
、
致
知
在
窮
理
、
理
窮
自
然
知

至
。
要
験
学
問
工
夫
、
只
看
所
知
至
與
不
至
、
不
是
要
逐
件
知
過
、
因
一
事
研
磨

一
理
、
久
久
自
然
光
明
。
如
一
鏡
然
、
今
日
磨
些
、
明
日
磨
些
、
不
覚
自
光
。
若

一
些
子
光
、
工
夫
又
歇
、
仍
旧
一
塵
鏡
、
已
光
處
會
昏
、
未
光
處
不
復
光
矣
。」「
仲

由
可
使
治
賦
、
才
也
。
不
知
其
仁
、
以
学
言
也
」、
つ
ま
り
、「
仁
」
と
は
「
致
知
」

「
窮
理
」
を
内
容
と
す
る
学
問
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
心
が
常
に
「
理
」
に
違
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『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
公
冶
長
第
五 

上
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
　
　
孫
　
路
易

わ
な
い
状
態
を
ほ
ん
の
少
し
の
私
意
・
私
欲
に
間
断
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
ず
っ
と

保
ち
続
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
子
路
の
心
が
こ
の
状
態
に
な
っ
て
い
る

か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
。）「「
求
」（「
冉
有
、
孔
子
弟
子
、
名
求
」、

つ
ま
り
、
冉
有
の
こ
と
）
は
い
か
が
で
す
か
。」
孔
子
は
言
わ
れ
た
。「
求
は
、
大

き
な
町
の
長
官
や
卿
大
夫
の
家
臣
を
務
め
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
仁
者
か
ど

う
か
は
知
ら
な
い
。」「
赤
（
つ
ま
り
子
華
）
は
い
か
が
で
す
か
。」
孔
子
は
言
わ

れ
た
。「
赤
は
、「
束
帯
」（「
病
臥
不
能
著
衣
束
帯
、
又
不
可
以
褻
服
見
君
、
故
加

朝
服
於
身
、
又
引
大
帯
於
上
也
」、
つ
ま
り
、
外
見
が
荘
重
の
よ
う
に
着
物
を
着

て
帯
を
付
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
褻
服
」（
つ
ま
り
平
服
）
に
対
し
て
言
え

ば
、
即
ち
「
正
服
」
の
こ
と
）
を
身
に
着
け
て
朝
廷
に
立
っ
て
、
来
賓
と
の
交
渉

や
交
流
を
任
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
仁
者
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
。」

（「
若
人
不
循
理
、
以
私
意
行
乎
其
間
、
其
過
乎
剛
者
、
雖
知
険
之
不
可
乗
、
却

硬
要
乗
、
則
陷
於
険
矣
。
雖
知
阻
之
不
可
越
、
却
硬
要
越
、
則
困
於
阻
矣
。
只
是

順
理
、
便
無
事
。」
と
あ
り
、「
不
循
理
」
は
即
ち
「
私
意
行
乎
其
間
」
で
あ
る
。

だ
か
ら
、「
循
理
（
理
に
従
う
）」
は
即
ち
、心
が
「
理
」
に
違
わ
な
い
こ
と
で
あ
っ

て
、
即
ち
仁
で
あ
る
。）

集
注
：

　

子
路
の
「
仁
」（
つ
ま
り
そ
の
心
が
常
に
「
理
」
に
違
わ
な
い
状
態
に
な
っ
て

い
る
こ
と
）
は
、
思
う
に
、「
日
に
月
に
至
る
者
な
り
。」（「
如
顏
子
三
月
不
能
不

違
、
只
是
略
暫
出
去
、
便
又
帰
在
裏
面
、
是
自
家
常
做
主
。
若
日
至
者
、
一
日
一

番
至
、
是
常
在
外
為
客
、
一
日
一
番
暫
入
裏
面
来
、
又
便
出
去
。
月
至
亦
是
常
在

外
為
客
、
一
月
一
番
入
裏
面
来
、
又
便
出
去
。
又
云
、
三
月
不
違
者
、
如
人
通
身

都
白
、
只
有
一
点
子
黒
。
日
月
至
焉
者
、
如
人
通
身
都
黒
、
只
有
一
点
白
。」「
日

月
至
焉
者
、
仁
在
外
而
為
賓
、
雖
有
時
入
於
内
、
而
不
能
久
也
」、
つ
ま
り
、
一

日
に
一
回
仁
が
心
に
あ
っ
た
り
、
一
月
に
一
回
仁
が
心
に
あ
っ
た
り
、
仁
が
心
に

あ
る
の
は
客
人
が
日
に
ま
た
は
月
に
一
回
訪
れ
て
く
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
。）（
心
に
仁
が
）
或
い
は
あ
る
、
或
い
は
な
い
、
そ
の
有
無
を
確
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
、「
知
ら
な
い
」
と
答
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
乘
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
兵
車
」
の
意
）。「
賦
」
は
、

「
兵
」（
つ
ま
り
軍
）
の
こ
と
で
あ
る
。「
古
者
は
田
賦
を
以
て
兵
を
出
す
。
故
に

兵
を
謂
ひ
て
賦
と
為
す
。」（「
夏
時
一
夫
授
田
五
十
畝
、
而
每
夫
計
其
五
畝
之
入

以
為
貢
。
商
人
始
為
井
田
之
制
、
以
六
百
三
十
畝
之
地
、
画
為
九
区
、
区
七
十
畝
。

中
為
公
田
、
其
外
八
家
各
授
一
区
、
但
借
其
力
以
助
耕
公
田
、
而
不
復
税
其
私
田
。

周
時
一
夫
授
田
百
畝
。
鄉
遂
用
貢
法
、
十
夫
有
溝
。
都
鄙
用
助
法
、
八
家
同
井
。

耕
則
通
力
而
作
、
收
則
計
畝
而
分
、
故
謂
之
徹
。」「『
論
語
正
義
』
公
冶
長
「
服

虔
云
、
賦
、
兵
也
。
以
田
賦
出
兵
、
故
謂
之
兵
賦
。
正
謂
以
従
也
。
其
賦
法
依
周

礼
、
九
夫
為
井
、
四
井
為
邑
、
四
邑
為
丘
。
丘
十
六
井
、
出
戎
馬
一
匹
、
牛
三
頭
。

四
丘
為
甸
、
甸
六
十
四
井
、
出
長
轂
一
乘
、
馬
四
匹
、
牛
十
三
頭
、
甲
士
三
人
、

步
卒
七
十
二
人
。
是
也
。」『
周
礼
』
地
官
司
徒
第
二
「
九
夫
為
井
。」
鄭
玄
注
「
九

夫
為
井
者
、
方
一
里
九
夫
所
治
之
田
也
」、
つ
ま
り
、
古
代
で
は
「
田
賦
」（
つ
ま

り
畑
の
面
積
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
租
税
）
を
納
め
る
こ
と
と
し
て
国
に

兵
卒
と
兵
車
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
兵
の
こ
と
を
「
賦
」

と
言
う
、
と
い
う
こ
と
。）『
春
秋
左
氏
伝
』
に
い
う
「
悉
く
敝
賦
を
索
く
す
」
は
、
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こ
の
こ
と
で
あ
る
（『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
八
年
に
「
敝
邑
之
人
不
敢
寧
處
、
悉

索
敝
賦
、以
討
于
蔡
。」と
あ
る
）。
そ
の
意
味
は
、子
路
の
才
能
に
つ
い
て
は
、知
っ

て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
仁
者
か
ど
う
か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
千
室
」
は
、「
大
邑
」（『
論
語
正
義
』
公
冶
長
「
正
義
曰
、
云
千
室
之
邑
、
卿

大
夫
之
邑
者
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
諸
侯
国
の
卿
大
夫
が
治
め
る
大
き
目
の

町
の
こ
と
）
で
あ
る
。「
百
乘
」
は
、「
卿
大
夫
の
家
」（「
百
乘
之
家
、
諸
侯
之
大

夫
也
。」「
百
乘
之
家
、
有
采
地
者
也
。」『
漢
書
』
刑
法
志
「
此
卿
大
夫
采
地
之
大

者
也
。」
顔
師
古
注
「
采
、
官
也
。
因
官
食
地
、
故
曰
采
地
」、
つ
ま
り
、
そ
の
治

め
て
い
る
町
か
ら
租
税
を
徴
収
す
る
卿
大
夫
の
家
の
こ
と
）
で
あ
る
。「
宰
」
は
、

邑
の
長
官
や
卿
大
夫
の
家
臣
の
こ
と
を
通
常
「
宰
」
と
呼
ぶ
。

　
「
朝
」
は
、「
潮
」
と
発
音
す
る
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
朝
廷
」
の
意
）。「
赤
」

は
、
孔
子
の
弟
子
で
あ
り
、
姓
は
公
西
、
字
は
子
華
。

子
路
之
於
仁
、
蓋
日
月
至
焉
者
。
或
在
或
亡
、
不
能
必
其
有
無
、
故
以
不
知
告

之
。

乘
、
去
聲
。
○
賦
、
兵
也
。
古
者
以
田
賦
出
兵
、
故
謂
兵
為
賦
。
春
秋
傳
所
謂
悉

索
敝
賦
、
是
也
。
言
子
路
之
才
、
可
見
者
如
此
、
仁
則
不
能
知
也
。

千
室
、
大
邑
。
百
乘
、
卿
大
夫
之
家
。
宰
、
邑
長
家
臣
之
通
號
。

朝
、
音
潮
。
○
赤
、
孔
子
弟
子
、
姓
公
西
、
字
子
華
。

第
八
章

子
謂
子
貢
曰
、
女
與
回
也
孰
愈
。
對
曰
、
賜
也
何
敢
望
回
。
回
也
聞
一
以
知
十
、

賜
也
聞
一
以
知
二
。
子
曰
、
弗
如
也
。
吾
與
女
弗
如
也
。

（「
問
、
回
賜
孰
愈
一
段
、
大
率
比
較
人
物
、
亦
必
称
量
其
斤
両
之
相
上
下
者
。

如
子
貢
之
在
孔
門
、
其
徳
行
蓋
在
冉
、
閔
之
下
。
然
聖
人
却
以
之
比
較
顏
子
、
豈

以
其
見
識
敏
悟
、
雖
所
行
不
逮
、
而
所
見
亦
可
幾
及
與
。
曰
、
然
。
聖
人
之
道
、

大
段
用
敏
悟
。
暁
得
時
、
方
擔
荷
得
去
。
如
子
貢
雖
所
行
未
実
、
然
他
却
極
是
暁

得
、
所
以
孔
子
愛
與
他
説
話
。
緣
他
暁
得
、
故
可
以
擔
荷
得
去
。
雖
所
行
有
未
実
、

使
其
見
處
更
長
一
格
、
則
所
行
自
然
又
進
一
步
。
聖
門
自
曾
顏
而
下
、
便
須
遜
子

貢
。
如
冉
、
閔
非
無
徳
行
、
然
終
是
暁
不
甚
得
、
擔
荷
聖
人
之
道
不
去
。
所
以
孔

子
愛
呼
子
貢
而
與
之
語
、
意
蓋
如
此
。」「
子
貢
言
無
諂
無
驕
、
孔
子
但
云
僅
可
而

已
、
未
若
楽
與
好
礼
、
子
貢
便
知
義
理
無
窮
。」「
顏
子
聡
明
、
事
事
了
了
。
子
貢

聡
明
、
工
夫
粗
、
故
有
闕
處
。」「
徳
行
、
得
之
於
心
而
見
於
行
事
者
也
」、
つ
ま
り
、

孔
子
の
弟
子
の
中
で
は
、
子
貢
は
「
工
夫
」（
つ
ま
り
心
に
ほ
ん
の
少
し
の
私
意
・

私
欲
が
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
）
が
粗
い
か
ら
、「
徳
行
」（
つ
ま
り
仁
義
礼

智
の
徳
の
実
行
を
行
う
こ
と
）
が
同
門
の
冉
伯
牛
や
閔
子
騫
に
及
ば
な
い
の
だ
が
、

資
質
は
聡
明
で
あ
り
、
孔
子
の
話
に
つ
い
て
他
の
人
に
比
べ
て
理
解
が
早
く
、
孔

子
は
、
子
貢
に
自
分
の
話
へ
の
理
解
を
一
段
と
深
め
さ
せ
れ
ば
、
そ
の
徳
の
実
行

も
自
然
に
ま
た
一
歩
前
進
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
子
貢
と
話
を
す
る
の
が
好
き

だ
っ
た
。）
孔
子
は
子
貢
に
向
っ
て
言
わ
れ
た
。「
お
前
と
顔
回
と
誰
が
勝
っ
て
い

る
か
。」
答
え
て
言
っ
た
。「
わ
た
く
し
は
ど
う
し
て
顔
回
を
望
め
る
の
で
し
ょ
う



（15）

『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
公
冶
長
第
五 

上
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
　
　
孫
　
路
易

か
。
顔
回
は
「
一
を
聞
き
て
以
て
十
を
知
る
。」（「
曰
、
知
十
、
亦
不
是
聞
一
件

定
知
得
十
件
、
但
言
知
得
多
、
知
得
周
遍
。」「
顏
子
雖
是
資
質
純
粹
、
亦
得
学
力
、

所
以
見
得
道
理
分
明
」、
つ
ま
り
、
一
つ
の
こ
と
を
聞
い
て
多
く
の
道
理
を
は
っ

き
り
知
る
こ
と
ま
た
周
到
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
。）
わ
た
く
し

は
「
一
を
聞
き
て
以
て
二
を
知
る
。」（「
子
貢
只
是
暗
度
想
像
、
恰
似
将
一
物
来

比
並
相
似
、
只
能
聞
一
知
二
」、
つ
ま
り
、
一
つ
の
こ
と
を
聞
い
て
た
だ
内
心
で

推
測
し
想
像
す
る
だ
け
で
あ
り
、
恰
も
ほ
か
の
一
つ
の
こ
と
と
並
べ
て
比
べ
る
よ

う
な
も
の
だ
か
ら
、
一
つ
の
こ
と
を
聞
い
て
二
つ
の
こ
と
を
し
か
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
と
い
う
こ
と
。）
孔
子
は
言
わ
れ
た
。「
如
か
ざ
る
な
り
。
吾
れ
女
の
如

か
ざ
る
を
與
（
ゆ
る
）
す
な
り
。」（「
凡
人
有
不
及
人
處
、
多
不
能
自
知
、
雖
知
、

亦
不
肯
屈
服
。
而
子
貢
自
屈
於
顏
子
、
可
謂
高
明
。
夫
子
所
以
與
其
弗
如
之
説
。」

『
中
庸
』「
極
高
明
而
道
中
庸
」
朱
子
注
「
析
理
則
不
使
有
毫
釐
之
差
、
處
事
則
不

使
有
過
不
及
之
謬
」、
つ
ま
り
、
一
般
に
人
が
他
人
に
及
ば
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る

こ
と
を
、
そ
の
多
く
は
自
分
で
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
た
と
え

知
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
及
ば
な
い
こ
と
を
認
め
た
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

な
の
に
、
子
貢
は
自
ら
顔
回
に
及
ば
な
い
こ
と
を
認
め
た
。「
高
明
」（
こ
こ
で
は
、

つ
ま
り
、
道
理
を
ほ
ん
の
少
し
の
誤
差
も
な
く
正
確
に
分
析
す
る
、
と
い
う
こ
と
）

と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、孔
子
が
子
貢
の
「
弗
如
の
説
」（
つ
ま
り
「
賜

や
、何
ぞ
敢
え
て
回
を
望
ま
ん
」
と
言
っ
た
こ
と
）
を
許
さ
れ
た
、と
い
う
こ
と
。）

集
注
：

　
「
女
」は
、「
汝
」と
発
音
す
る（
つ
ま
り「
な
ん
じ
」の
意
）。
以
下
は
同
じ
。「
愈
」

は
、
勝
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
一
」
は
、
数
の
始
め
で
あ
る
。「
十
」
は
、
数
の
終
わ
り
で
あ
る
。「
二
」
と
は
、

「
一
の
対
」
の
こ
と
で
あ
る
。
顏
子
は
「
明
睿
の
照
す
所
、
始
め
に
即
し
て
終
わ

り
を
見
る
。」（「
明
睿
所
照
、
如
箇
明
鏡
在
此
、
物
来
畢
照
。」「
居
父
問
、
回
也

聞
一
知
十
、
即
始
見
終
、
是
如
何
。
曰
、
知
十
、
亦
不
是
聞
一
件
定
知
得
十
件
、

但
言
知
得
多
、
知
得
周
遍
」、
つ
ま
り
、
聡
明
で
あ
り
、
一
点
の
曇
り
も
な
い
鏡

が
被
写
体
を
は
っ
き
り
映
す
よ
う
に
心
が
事
物
の
「
理
」（
つ
ま
り
性
質
）
を
明

晰
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
事
物
の
「
理
」
を
多
く
ま
た
周
到
に
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。）
子
貢
は
「
推
測
し
て
知
り
、
此
れ
に
因
り
て

彼
を
識
る
。」（「
推
測
而
知
、
如
将
些
子
火
光
逐
些
子
照
去
推
尋
。」「
問
、
子
貢

推
測
而
知
、
亦
是
格
物
窮
理
否
。
曰
、
然
。
若
不
格
物
、
窮
理
、
則
推
測
甚
底
」、

つ
ま
り
、「
推
測
し
て
知
る
」
と
は
、
一
つ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ほ
か
の
一
つ
の
こ

と
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
恰
も
一
点
の
火
の
光
を
持
っ
て
一
点
を
照
ら
し
て

探
索
し
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
格
物
窮
理
」
の
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
。）「
悅
ば
ざ
る
所
無
し
。」（『
論
語
』
先
進
「
子
曰
、
回
也
、
非
助

我
者
也
。
於
吾
言
、
無
所
不
説
。」
朱
子
注
「
顏
子
於
聖
人
之
言
、
黙
識
心
通
、

無
所
疑
問
」、
つ
ま
り
、
顔
回
は
孔
子
の
す
べ
て
の
教
え
を
全
部
内
心
で
理
解
で

き
て
い
て
、
疑
問
を
感
じ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
、
孔
子
の
言
う
こ
と
に
対
し
て
喜

ば
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
、と
い
う
こ
と
。）「
往
を
告
げ
て
来
を
知
る
。」（『
論
語
』

学
而
「
子
曰
、
賜
也
、
始
可
與
言
詩
已
矣
。
告
諸
往
而
知
来
者
。」
朱
子
注
「
往
者
、

其
所
已
言
者
。
来
者
、
其
所
未
言
者
」、
つ
ま
り
、
子
貢
は
孔
子
の
既
に
言
わ
れ

た
言
葉
を
聞
い
て
孔
子
の
ま
だ
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
な
い
も
の
を
知
る
、
と
い
う
こ
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と
。）
は
、
そ
の
証
明
で
あ
る
。

　
「
與
」
は
、許
す
こ
と
で
あ
る
。
胡
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「
子
貢
は
「
方
人
」

（『
論
語
』
憲
問
「
子
貢
方
人
。
子
曰
、賜
也
賢
乎
哉
。
夫
我
則
不
暇
。」
朱
子
注
「
方
、

比
也
。
乎
哉
、
疑
辞
。
比
方
人
物
而
較
其
短
長
、
雖
亦
窮
理
之
事
。
然
專
務
為
此
、

則
心
馳
於
外
、
而
所
以
自
治
者
疏
矣
」、
つ
ま
り
、
人
物
を
比
べ
て
そ
の
短
所
と

長
所
を
比
較
す
る
こ
と
）
で
あ
り
、
孔
子
は
既
に
「
不
暇
」（
そ
ん
な
暇
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
関
心
が
な
い

と
い
う
こ
と
）
と
言
わ
れ
、
ま
た
子
貢
に
「
回
と
孰
れ
か
愈
れ
る
」
と
聞
か
れ
た

の
は
、
子
貢
の
自
知
が
ど
れ
ぐ
ら
い
の
も
の
か
を
観
察
す
る
も
の
で
あ
る
。「
一

を
聞
き
て
十
を
知
る
」
は
、「
上
知
」
の
資
質
で
あ
り
、「
生
知
の
亜
」（「
顏
子
乃

生
知
之
次
、
比
之
聖
人
已
是
九
分
九
釐
、
所
争
處
只
争
一
釐
。
孔
子
只
点
他
這
些
、

便
與
他
相
湊
、
他
所
以
深
領
其
言
而
不
再
問
也
。」『
中
庸
』
第
二
十
章
「
或
生
而

知
之
、
或
学
而
知
之
、
或
困
而
知
之
、
及
其
知
之
一
也
。」
第
三
十
一
章
「
唯
天

下
至
聖
、
為
能
聡
明
睿
知
。」
朱
子
注
「
聡
明
睿
知
、
生
知
之
質
」、
つ
ま
り
、
聖

人
が
十
分
だ
と
す
れ
ば
顔
回
は
九
分
で
あ
り
、
聖
人
に
比
べ
て
た
だ
一
分
だ
け
の

差
が
あ
る
、と
い
う
こ
と
）で
あ
る
。「
一
を
聞
き
て
二
を
知
る
」は
、「
中
人
」（「
問
、

聖
人
教
人
、
不
問
智
愚
高
下
、
未
有
不
先
之
浅
近
、
而
後
及
其
高
深
。
今
中
人
以

上
之
資
、
遽
以
上
焉
者
語
之
、
何
也
。
曰
、
他
本
有
這
資
質
、
又
須
有
這
工
夫
、

故
聖
人
方
以
上
者
語
之
。
今
人
既
無
這
資
質
、又
無
這
工
夫
、所
以
日
趨
於
下
流
。」

「
中
人
之
性
、
半
善
半
悪
、
有
善
則
有
悪
。」「
若
是
中
人
之
資
、
須
大
段
著
力
、

無
一
時
一
刻
不
照
管
克
治
、
始
得
。」『
論
語
』
雍
也
「
子
曰
、
中
人
以
上
、
可
以

語
上
也
。
中
人
以
下
、
不
可
以
語
上
也
」、
つ
ま
り
、
そ
の
性
は
半
分
が
善
で
半

分
が
悪
、
悪
（
つ
ま
り
私
意
）
を
克
服
す
る
に
は
随
分
大
き
な
努
力
が
必
要
、
こ

の
よ
う
な
人
の
こ
と
）
以
上
の
資
質
で
あ
り
、「
学
び
て
之
れ
を
知
る
」（「
若
是

学
知
、
便
是
知
得
浅
、
須
是
力
行
、
方
始
至
仁
處
、
此
便
是
仁
在
知
外
」、
つ
ま
り
、

「
学
知
」
は
「
生
知
」
に
対
し
て
言
う
も
の
で
あ
り
、
学
問
を
励
む
こ
と
に
よ
っ

て
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
仁
の
徳
の
実
行
を
行
う
こ
と
に
至
る
為
の
聖
人

の
教
え
を
学
ん
で
理
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
）
の
才
質
で
あ
る
。
子
貢
は
普
段
か

ら
自
分
を
顔
回
と
比
べ
て
い
て
、
そ
の
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
差
を
「
回
や
一
を
聞
き
て
以
て
十
を
知
る
。
賜
や
一
を

聞
き
て
以
て
二
を
知
る
。」
の
よ
う
に
喩
え
た
の
で
あ
る
。
孔
子
は
、
子
貢
の
そ

の
自
知
の
明
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
自
ら
顔
回
に
及
ば
な
い
と
認
め
る
の
を
憚
ら
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
、「
如
か
ざ
る
な
り
」
と
言
っ
て
「
そ
の
通
り
だ
」

と
い
う
意
を
表
明
し
、
そ
の
上
ま
た
「
吾
れ
女
の
如
か
ざ
る
を
與
（
ゆ
る
）
す
な

り
」
と
言
っ
て
重
ね
て
子
貢
の
見
識
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
子
貢
は
終

に
「
性
」
と
「
天
道
」
を
聞
い
た
の
で
あ
り
（『
論
語
』
公
冶
長
「
子
貢
曰
、
夫

子
之
文
章
、
可
得
而
聞
也
。
夫
子
之
言
性
與
天
道
、
不
可
得
而
聞
也
。」
と
あ
る
）、

た
だ
「
一
を
聞
き
て
二
を
知
る
」
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。」

（「
故
上
知
生
知
之
資
、
是
気
清
明
純
粋
、
而
無
一
毫
昏
濁
、
所
以
生
知
安
行
、

不
待
学
而
能
、
如
尭
舜
是
也
。
其
次
則
亜
於
生
知
、
必
学
而
後
知
、
必
行
而
後
至
。

又
其
次
者
、
資
稟
既
偏
、
又
有
所
蔽
、
須
是
痛
加
工
夫
。」『
論
語
』
季
氏
「
孔
子

曰
、
生
而
知
之
者
、
上
也
。
学
而
知
之
者
、
次
也
。
困
而
学
之
、
又
其
次
也
。
困

而
不
学
、
民
斯
為
下
矣
。」
と
あ
り
、
朱
子
に
あ
っ
て
は
、「
上
知
」
と
「
生
知
」

は
本
来
同
レ
ベ
ル
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
顔
回
の
場
合
、
そ
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『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
公
冶
長
第
五 

上
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
　
　
孫
　
路
易

の
資
質
が
「
生
知
」
と
比
べ
て
「
顏
子
乃
生
知
之
次
、
比
之
聖
人
已
是
九
分
九
釐
、

所
争
處
只
争
一
釐
。」
と
言
う
よ
う
に
僅
か
で
は
あ
る
が
差
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

胡
氏
の
「
上
知
の
資
、生
知
の
亜
な
り
」
と
い
う
解
釈
を
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。）

　

女
、
音
汝
、
下
同
。
○
愈
、
勝
也
。

　

一
、
數
之
始
。
十
、
數
之
終
。
二
者
、
一
之
對
也
。
顏
子
明
睿
所
照
、
即
始
而

見
終
。
子
貢
推
測
而
知
、
因
此
而
識
彼
。
無
所
不
悅
、
告
往
知
來
。
是
其
驗
矣
。

　

與
、
許
也
。
○
胡
氏
曰
、
子
貢
方
人
、
夫
子
既
語
以
不
暇
、
又
問
其
與
回
孰
愈
、

以
觀
其
自
知
之
如
何
。
聞
一
知
十
、
上
知
之
資
、
生
知
之
亞
也
。
聞
一
知
二
、
中

人
以
上
之
資
、
學
而
知
之
之
才
也
。
子
貢
平
日
以
己
方
回
、
見
其
不
可
企
及
、
故

喻
之
如
此
。
夫
子
以
其
自
知
之
明
、
而
又
不
難
於
自
屈
、
故
既
然
之
、
又
重
許
之
。

此
其
所
以
終
聞
性
與
天
道
、
不
特
聞
一
知
二
而
已
也
。

第
九
章

宰
予
晝
寢
。
子
曰
、
朽
木
不
可
雕
也
、
糞
土
之
牆
不
可
杇
也
、
於
予
與
何
誅
。
子

曰
、
始
吾
於
人
也
、
聽
其
言
而
信
其
行
。
今
吾
於
人
也
、
聽
其
言
而
觀
其
行
。
於

予
與
改
是
。

宰
予
（「
宰
我
、
孔
子
弟
子
、
名
予
」、
つ
ま
り
宰
我
の
こ
と
）
は
昼
間
に
ぐ
っ
す

り
熟
睡
し
て
い
た
。
孔
子
は
言
わ
れ
た
。「
腐
っ
た
木
に
は
彫
刻
を
施
し
よ
う
が

な
い
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
土
壁
に
は
壁
土
を
塗
り
よ
う
が
な
い
。
宰
予
に
対
し
て
は
責

め
る
気
に
も
な
ら
な
い
の
だ
（
つ
ま
り
教
え
よ
う
が
な
い
の
だ
）。」
孔
子
は
言
わ

れ
た
。「
以
前
は
、
私
は
人
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
発
言
を
聞
い
た
ら
そ
の
行

い
が
そ
の
発
言
の
通
り
に
行
わ
れ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
い
た
。
今
は
、
私
は
人
の

こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
発
言
を
聞
い
て
そ
の
行
い
を
観
察
す
る
。
宰
予
の
こ
と
で

そ
の
過
ち
を
改
め
た
の
だ
。」

集
注
：

　
「
朽
」
は
、「
許
」「
久
」
の
反
。「
杇
」
は
、「
汙
」
と
発
音
す
る
。「
與
」
は
、

平
声
（
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
第
二
声
）
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。「
晝
寢
」
は
、
昼

間
に
「
寐
」（「
寤
寐
者
、
心
之
動
静
也
。
有
思
無
思
者
、
又
動
中
之
動
静
也
。
有

夢
無
夢
者
、
又
静
中
之
動
静
也
。
但
寤
陽
而
寐
陰
、
寤
清
而
寐
濁
、
寤
有
主
而
寐

無
主
、
故
寂
然
感
通
之
妙
、
必
於
寤
而
言
之
」、
つ
ま
り
、
ぐ
っ
す
り
と
熟
睡
す

る
こ
と
）
を
言
う
。「
朽
」
は
、
腐
る
こ
と
で
あ
る
。「
雕
」
は
、「
刻
畫
」（「
如

匠
人
出
治
材
料
、
且
成
樸
在
、
然
後
刻
畫
可
加
也
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、
木

材
に
彫
刻
を
施
す
こ
と
）
で
あ
る
。「
杇
」
は
、「
鏝
」（
つ
ま
り
、
壁
土
を
塗
る

道
具
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
壁
土
を
塗
る
こ
と
）
で
あ
る
。
そ
の
意
味

は
、
宰
我
の
「
志
気
」（「
人
之
血
気
、
固
有
強
弱
、
然
志
気
則
無
時
而
衰
。
苟
常

持
得
這
志
、
縱
血
気
衰
極
、
也
不
由
他
。」「
問
、
注
引
范
氏
説
血
気
、
志
気
之
辨
。

曰
、
到
老
而
不
屈
者
、
此
是
志
気
。」「
志
気
清
明
、
思
慮
精
一
、
炯
然
不
昧
、
而

常
有
以
察
於
幾
微
之
間
、
則
精
矣
」、
つ
ま
り
、
意
志
の
こ
と
で
あ
る
が
、
志
気

が
清
明
で
あ
れ
ば
、
思
慮
を
集
中
し
て
常
に
物
事
を
精
察
す
る
こ
と
が
年
老
い
て

も
衰
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
）
が
「
昏
惰
」（「
或
問
、
求
放
心
。
曰
、
此
心
非
如

雞
犬
出
外
、
又
著
去
捉
他
。
但
存
之
、
只
在
此
、
不
用
去
捉
他
。
放
心
、
不
独
是
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走
作
喚
做
放
、
才
昏
睡
去
、
也
是
放
。
只
有
些
昏
惰
、
便
是
放
。」『
孟
子
』
告
子

上
「
人
有
雞
犬
放
、
則
知
求
之
。
有
放
心
、
而
不
知
求
。
学
問
之
道
無
他
、
求
其

放
心
而
已
矣
。」
朱
子
注
「
学
問
之
事
、
固
非
一
端
、
然
其
道
則
在
於
求
其
放
心

而
已
。
蓋
能
如
是
則
志
気
清
明
、
義
理
昭
著
、
而
可
以
上
達
。
不
然
則
昏
昧
放
逸
、

雖
曰
從
事
於
学
、
而
終
不
能
有
所
発
明
矣
」、
つ
ま
り
、「
志
気
清
明
」
の
「
清
明
」

の
反
対
で
、
意
志
が
弱
く
て
道
理
に
暗
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
心
を
収

斂
し
な
い
と
い
う
意
味
）
で
あ
っ
て
、
教
え
よ
う
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
與
」
は
、「
語
辞
」（
つ
ま
り
虚
詞
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
、「
か
」「
や
」
の
意
）

で
あ
る
。「
誅
」
は
、
責
め
る
こ
と
で
あ
る
。
責
め
る
気
に
も
な
ら
な
い
と
言
わ

れ
る
が
、
つ
ま
り
宰
我
を
強
く
責
め
て
い
る
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
「
行
」
は
、
去
声
（
第
四
声
、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
「
行
い
」
の
意
）
で
あ
る
。

宰
予
は
「
能
言
」（『
論
語
』
先
進
「
言
語
、
宰
予
、
子
貢
。」『
孟
子
』
公
孫
丑
上

「
宰
予
、
子
貢
善
為
説
辞
。」
朱
子
注
「
説
辞
、
言
語
也
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、

言
語
に
長
け
る
こ
と
）
で
あ
る
が
、
行
い
が
そ
の
発
言
の
通
り
に
行
わ
れ
て
い
な

い
。
だ
か
ら
、
孔
子
が
自
ら
「
予
の
事
に
於
て
此
の
失
を
改
む
」（
つ
ま
り
宰
我

の
こ
と
で
人
の
言
っ
た
こ
と
が
そ
の
通
り
に
実
行
さ
れ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
い
た

と
い
う
こ
の
過
ち
を
改
め
た
、
と
い
う
こ
と
）
と
言
わ
れ
た
。
こ
れ
も
ま
た
宰
我

を
重
く
戒
め
た
も
の
で
あ
る
。
胡
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「（
二
つ
目
の
）「
子

曰
く
」
は
恐
ら
く
不
要
な
言
葉
で
あ
ろ
う
。
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
二
句
は
同
じ
日

に
言
っ
た
も
の
で
は
な
い
。」
范
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「
君
子
は
学
ぶ
こ
と
に

お
い
て
、「
惟
だ
日
に
孜
孜
た
り
、
斃
れ
て
後
に
已
み
」（「
高
山
仰
止
、
景
行
行
止
。

只
怕
不
見
得
、
若
果
是
有
志
之
士
、
只
見
一
條
大
路
直
上
行
将
去
、
更
不
問
著
有

甚
艱
難
険
阻
。
孔
子
曰
、
向
道
而
行
、
忘
身
之
老
也
、
不
知
年
数
之
不
足
也
、
俛

焉
日
有
孜
孜
、
斃
而
後
已
。
自
家
立
著
志
向
前
做
将
去
、
鬼
神
也
避
道
、
豈
可
先

自
計
較
、
先
自
怕
却
。
如
此
終
於
無
成
。」『
礼
記
』
表
記
「
小
雅
曰
、
高
山
仰
止
、

景
行
行
止
。
子
曰
、
詩
之
好
仁
如
此
。
鄉
道
而
行
、
中
道
而
廃
、
忘
身
之
老
也
。

不
知
年
数
之
不
足
、
俛
焉
日
有
孳
孳
、
斃
后
已
」、
つ
ま
り
、
真
に
学
に
志
す
の

で
あ
れ
ば
、
如
何
な
る
困
難
も
恐
れ
ず
、
日
々
学
に
励
ん
で
怠
ら
ず
、
生
き
て
い

る
限
り
努
力
し
続
け
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
）、
た
だ
そ
の
（
他
人
に
）
及
ば

な
い
こ
と
を
心
配
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
宰
予
が
昼
間
に
ぐ
っ
す
り
と
熟
睡
し
て

い
た
こ
と
、
こ
れ
よ
り
自
暴
自
棄
の
甚
だ
し
い
行
為
は
な
い
。
だ
か
ら
、
孔
子
が

彼
を
責
め
た
の
で
あ
る
。」
胡
氏
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「
宰
予
は
「
志
を
以
て
気

を
帥
い
る
こ
と
能
は
ず
」（『
孟
子
』
公
孫
丑
上
「
夫
志
、気
之
帥
也
。」
朱
子
注
「
若

論
其
極
、
則
志
固
心
之
所
之
、
而
為
気
之
将
帥
。
然
気
亦
人
之
所
以
充
滿
於
身
、

而
為
志
之
卒
徒
者
也
。
故
志
固
為
至
極
、
而
気
即
次
之
。
人
固
当
敬
守
其
志
、
然

亦
不
可
不
致
養
其
気
」、
つ
ま
り
、
心
の
赴
く
と
こ
ろ
が
志
で
あ
る
が
、
志
が
全

身
に
充
満
す
る
気
を
統
帥
す
る
も
の
な
の
で
、
昼
間
に
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
た
の

は
即
ち
志
の
統
帥
力
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
）、
平
然
と
怠
っ
た
（「
居
然
而
倦
」

は
「
居
之
而
倦
」（
之
れ
を
居
き
て
倦
む
）
の
誤
り
か
も
し
れ
な
い
。『
論
語
』
顔

淵
「
居
之
無
倦
、
行
之
以
忠
」
朱
子
注
「
居
、
謂
存
諸
心
。
無
倦
、
則
始
終
如
一
」、

「
居
之
無
倦
」
と
は
つ
ま
り
、
常
に
仁
の
徳
を
心
に
止
め
て
怠
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
）。
こ
れ
は
「
宴
安
」（「
味
道
問
、
損
者
三
楽
。
曰
、
惟
宴
楽
最
可
畏
、
所

謂
宴
安
酖
毒
、
是
也
。」『
春
秋
左
氏
伝
』
閔
公
元
年
「
宴
安
酖
毒
、
不
可
懷
也
」、
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『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
公
冶
長
第
五 

上
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
　
　
孫
　
路
易

つ
ま
り
、
逸
楽
に
耽
る
こ
と
）
の
気
が
勝
っ
て
、「
儆
戒
」（「
儆
戒
無
虞
至
従
己

之
欲
、
聖
賢
言
語
、
自
有
箇
血
脈
貫
在
裏
。
如
此
一
段
、
他
先
説
儆
戒
無
虞
、
蓋

制
治
未
乱
、
保
邦
未
危
、
自
其
未
有
可
虞
之
時
、
必
儆
必
戒
。
能
如
此
、
則
不
至

失
法
度
、
淫
於
逸
、
遊
於
楽
矣
。
若
無
箇
儆
戒
底
心
、
欲
不
至
於
失
法
度
、
不
淫

逸
、
不
遊
楽
、
不
可
得
也
。」『
尚
書
』
虞
書
・
大
禹
謨
「
益
曰
、
吁
、
戒
哉
。
儆

戒
無
虞
、
罔
失
法
度
。
罔
遊
于
逸
、
罔
淫
于
楽
。
任
賢
勿
貳
、
去
邪
勿
疑
、
疑
謀

勿
成
、
百
志
惟
熙
。
罔
違
道
以
干
百
姓
之
譽
、
罔
咈
百
姓
以
從
己
之
欲
、
無
怠
無

荒
、四
夷
来
王
」、こ
こ
で
は
、つ
ま
り
、警
戒
す
る
こ
と
）
の
心
が
緩
ん
で
し
ま
っ

た
も
の
で
あ
る
。
古
代
の
聖
人
や
賢
人
は
常
に
「
懈
惰
荒
寧
」（『
爾
雅
』
釈
言
「
懈
、

怠
也
。」『
論
語
』
子
罕
「
語
之
而
不
惰
者
、其
回
也
與
。」
朱
子
注
「
惰
、懈
怠
也
。」

『
尚
書
』
周
書
・
無
逸
「
治
民
祗
懼
、
不
敢
荒
寧
。」
孔
安
国
伝
「
為
政
敬
身
畏
懼
、

不
敢
荒
怠
自
安
」、
つ
ま
り
、
怠
け
て
自
ら
安
逸
に
溺
れ
る
こ
と
）
を
恐
れ
て
い
て
、

「
自
ら
強
（
つ
と
）
め
る
こ
と
を
息
ま
ざ
る
こ
と
」（『
易
経
』
乾
卦
象
伝
「
君
子

以
自
強
不
息
」
朱
子
注
「
君
子
法
之
、
不
以
人
欲
害
其
天
徳
之
刚
、
则
自
强
而
不

息
矣
」、つ
ま
り
、自
ら
努
力
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、朱
子
に
あ
っ

て
は
、
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
仁
の
徳
が
人
欲
（
つ
ま
り
私
意
）
に
覆
わ
れ
な
い
よ

う
に
自
ら
絶
え
ず
努
力
す
る
、
と
い
う
こ
と
）
を
勤
め
励
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
故
に
、孔
子
は
宰
我
を
強
く
責
め
た
の
で
あ
る
。「
言
を
聴
き
て
行
を
観
る
」

は
、
孔
子
は
こ
れ
に
よ
っ
て
人
を
観
察
で
き
る
と
す
る
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た

こ
れ
に
よ
っ
て
学
ぶ
者
を
尽
く
疑
う
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
こ
れ
に
よ
っ
て
教
え

を
立
て
て
、
弟
子
た
ち
を
戒
め
、「
言
を
謹
み
て
行
に
敏
な
る
」（「
問
、
言
懼
其
易
、

故
欲
訥
。
訥
者
、
言
之
難
出
諸
口
也
。
行
懼
其
難
、
故
欲
敏
。
敏
者
、
力
行
而
不

惰
也
。
曰
、
然
。」「
訥
於
言
而
敏
於
行
。
是
怕
人
説
得
多
後
、
行
不
逮
其
言
也
。」

『
論
語
』
里
仁
「
子
曰
、
君
子
欲
訥
於
言
而
敏
於
行
」、
つ
ま
り
、
多
く
の
発
言
を

し
た
後
に
行
い
が
そ
れ
ら
の
発
言
の
通
り
に
実
行
で
き
な
い
こ
の
こ
と
を
恐
れ
て
、

発
言
を
慎
ん
で
そ
の
発
言
の
実
行
を
力
行
し
て
怠
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
）
を
実

行
さ
せ
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」

　

朽
、
許
久
反
。
杇
、
音
汙
。
與
、
平
聲
、
下
同
。
○
晝
寢
、
謂
當
晝
而
寐
。
朽
、

腐
也
。
雕
、
刻
畫
也
。
杇
、
鏝
也
。
言
其
志
氣
昏
惰
、
教
無
所
施
也
。
與
、
語
辭
。

誅
、
責
也
。
言
不
足
責
、
乃
所
以
深
責
之
。

　

行
、
去
聲
。
○
宰
予
能
言
而
行
不
逮
、
故
孔
子
自
言
於
予
之
事
而
改
此
失
、
亦

以
重
警
之
也
。
胡
氏
曰
、
子
曰
疑
衍
文
、
不
然
、
則
非
一
日
之
言
也
。
○
范
氏
曰
、

君
子
之
於
學
、
惟
日
孜
孜
、
斃
而
後
已
、
惟
恐
其
不
及
也
。
宰
予
晝
寢
、
自
棄
孰

甚
焉
、
故
夫
子
責
之
。
胡
氏
曰
、
宰
予
不
能
以
志
帥
氣
、
居
然
而
倦
。
是
宴
安
之

氣
勝
、
儆
戒
之
志
惰
也
。
古
之
聖
賢
未
嘗
不
以
懈
惰
荒
寧
為
懼
、
勤
勵
不
息
自
強
、

此
孔
子
所
以
深
責
宰
予
也
。
聽
言
觀
行
、
聖
人
不
待
是
而
後
能
、
亦
非
緣
此
而
盡

疑
學
者
。
特
因
此
立
教
、
以
警
羣
弟
子
、
使
謹
於
言
而
敏
於
行
耳
。

第
十
章

子
曰
、
吾
未
見
剛
者
。
或
對
曰
、
申
棖
。
子
曰
、
棖
也
慾
、
焉
得
剛
。

（「
剛
者
」
と
は
、
勇
猛
な
人
の
こ
と
で
は
な
く
、
外
見
は
控
え
目
で
あ
る
が
、

卓
然
と
し
て
学
に
志
し
て
堅
強
に
励
ん
で
困
難
に
屈
せ
ず
、
外
物
に
煩
わ
さ
れ
ず
、
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自
身
の
資
質
に
左
右
さ
れ
ず
、
多
く
の
道
理
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
勇
断
で
あ
る
、

こ
う
い
う
人
の
こ
と
で
あ
る
。「
慾
」
と
は
、
外
見
は
強
情
な
顔
つ
き
で
あ
り
、

負
け
ん
気
が
強
く
、
自
身
の
こ
と
を
愛
し
、
物
欲
に
溺
れ
て
癖
と
な
り
、
事
を
処

置
す
る
時
に
苛
立
て
落
ち
着
き
が
悪
く
だ
ら
だ
ら
す
る
、
こ
う
い
う
人
の
こ
と
で

あ
る
。）
孔
子
は
言
わ
れ
た
。「
私
は
剛
者
を
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
い
。」
あ
る
人

が
答
え
て
言
っ
た
。「
申
棖
で
す
。」
孔
子
は
言
わ
れ
た
。「
棖
は
慾
、
ど
う
し
て

剛
と
言
え
よ
う
か
。」

集
注
：

　
「
焉
」
は
、「
於
」「
虔
」
の
反
（
こ
こ
で
は
、つ
ま
り
「
焉
ん
ぞ
」
の
意
）。「
剛
」

と
は
、「
堅
強
不
屈
の
意
」（「
蓋
剛
是
堅
強
不
屈
之
意
、
便
是
卓
然
有
立
、
不
為

物
欲
所
累
底
人
、
故
夫
子
以
為
未
見
其
人
。」「
剛
者
外
面
退
然
自
守
、
而
中
不
詘

於
慾
、
所
以
為
剛
。」「
叔
器
問
、
剛
莫
是
好
仁
、
悪
不
仁
否
。
蓋
剛
有
那
勇
猛
底

意
思
。
曰
、
剛
則
能
果
断
、
謂
好
悪
為
剛
、
則
不
得
。
如
這
刀
有
此
鋼
、
則
能
割

物
。
今
叫
割
做
鋼
、
却
不
得
。
又
言
、
剛
與
勇
也
自
別
。」「
人
之
資
質
、
千
條
万

別
、
自
是
有
許
多
般
、
有
剛
於
此
而
不
剛
於
彼
底
、
亦
有
剛
而
多
慾
、
亦
有
柔
而

多
慾
、
亦
有
剛
而
寡
慾
、
亦
有
柔
而
寡
慾
、
自
是
多
般
不
同
、
所
以
只
要
学
問
。

学
問
進
而
見
得
理
明
、
自
是
勝
得
他
。
若
是
不
学
問
、
只
隨
那
資
質
去
、
便
自
是

屈
於
慾
、
如
何
勝
得
他
。
蓋
学
問
則
持
守
其
本
領
、
拡
充
充
其
識
、
所
以
能
勝
得

他
而
不
為
所
屈
也
。
此
人
之
所
貴
者
、
惟
学
而
已
矣
」、
こ
こ
で
は
、
つ
ま
り
、

勇
猛
の
こ
と
で
は
な
く
、
外
見
は
控
え
目
で
あ
る
が
、
卓
然
と
し
て
学
に
志
し
て

堅
強
に
励
ん
で
困
難
に
屈
せ
ず
、
外
物
に
煩
わ
さ
れ
ず
、
自
身
の
性
格
に
左
右
さ

れ
ず
、
多
く
の
道
理
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
勇
断
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
）
で
あ

り
、
最
も
人
の
出
来
難
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
孔
子
は
「
そ
れ
は
ま
だ
見
た

こ
と
が
な
い
」
と
嘆
い
た
。「
申
棖
」
は
、
弟
子
の
姓
名
で
あ
る
。「
慾
」
は
、「
嗜

慾
」（「
故
人
君
不
嗜
殺
人
、
則
天
下
悦
而
帰
之
。」
と
あ
り
、「
嗜
」
は
つ
ま
り
好

む
こ
と
で
あ
る
。「
如
那
撐
眉
弩
眼
、
便
是
慾
。
申
棖
便
是
恁
地
、
想
見
他
做
得

箇
人
也
大
故
労
攘
。」「
只
看
他
做
得
如
何
。
那
拖
泥
帶
水
底
便
是
慾
、
那
壁
立
千

仞
底
便
是
剛
。」「
慾
者
、
溺
於
愛
而
成
癖
者
也
。」「
慾
與
剛
正
相
反
、
若
耳
之
欲

声
、
目
之
欲
色
之
類
、
皆
是
慾
。
才
有
些
被
它
牽
引
去
、
此
中
便
無
所
主
、
焉
得

剛
。」「
悻
悻
者
、
外
面
有
崛
強
之
貌
、
便
是
有
計
較
勝
負
之
意
、
此
便
是
慾
也
。」

「
問
、
慾
與
欲
之
異
。
曰
、
也
只
一
般
。
只
是
這
慾
字
指
那
物
事
而
言
、
説
得
較
重
。

這
欲
字
又
較
通
用
得
。
凡
有
所
愛
、
皆
是
欲
。」
と
あ
り
、「
慾
」
は
つ
ま
り
、
外

見
は
強
情
な
顔
つ
き
で
あ
り
、
負
け
ん
気
が
強
く
、
物
欲
に
溺
れ
て
癖
と
な
り
、

事
を
処
置
す
る
時
に
苛
立
て
落
ち
着
き
が
悪
く
だ
ら
だ
ら
す
る
、
と
い
う
こ
と
）

が
多
い
こ
と
で
あ
る
。「
嗜
慾
」
が
多
け
れ
ば
、「
剛
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
程
子
（
前
出
）
が
言
っ
た
。「
人
に
「
慾
」
が
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
「
剛
」

が
な
く
、
剛
で
あ
れ
ば
「
慾
」
に
屈
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。」
謝
氏
（
前
出
）

が
言
っ
た
。「「
剛
」
と
「
慾
」
は
正
反
対
の
も
の
だ
。「
能
勝
物
」（
つ
ま
り
物
欲

に
覆
わ
れ
な
い
こ
と
）
を
「
剛
」
と
言
う
。
だ
か
ら
、「
常
に
万
物
の
上
に
伸
ぶ
」

（「
上
蔡
這
處
最
説
得
好
、
為
物
揜
之
謂
慾
、
故
常
屈
於
万
物
之
下
。
今
人
纔
要
貪

這
一
件
物
事
、
便
被
這
物
事
壓
得
頭
低
了
」、
つ
ま
り
、「
常
に
万
物
の
下
に
屈
す
」

の
正
反
対
で
、
外
物
を
貪
ら
な
い
か
ら
、
常
に
外
物
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

と
い
う
こ
と
）で
あ
る
。
物
欲
に
覆
わ
れ
る
こ
と
を「
慾
」と
言
う
。
だ
か
ら
、「
常
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『
論
語
集
注
』（
朱
熹
撰
）
の
日
本
語
訳
（
公
冶
長
第
五 

上
篇
）
―
『
論
語
集
注
』
を
主
と
す
る
朱
子
の
『
論
語
』
解
釈
―
　
　
孫
　
路
易

に
万
物
の
下
に
屈
す
」（
つ
ま
り
、
外
物
を
貪
る
の
だ
か
ら
、
常
に
外
物
に
煩
わ

さ
れ
て
頭
が
常
に
外
物
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
、
と
い

う
こ
と
）
で
あ
る
。
昔
か
ら
、
志
が
あ
る
人
間
が
少
な
く
、
志
が
な
い
人
間
が
多

い
の
だ
か
ら
、
当
然
、
孔
子
が
「
剛
者
」
を
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
い
の
だ
。
申
棖

の
「
慾
」
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
人
柄
が
「
悻
悻
と
し
て
自

ら
好
む
者
」（「
悻
悻
者
、
外
面
有
崛
強
之
貌
、
便
是
有
計
較
勝
負
之
意
、
此
便
是

慾
也
。」「
自
好
、
自
愛
其
身
之
人
也
」、
つ
ま
り
、
外
見
は
強
情
な
顔
つ
き
で
あ
り
、

負
け
ん
気
が
強
く
、
自
身
の
こ
と
を
愛
す
る
、
こ
う
い
う
人
の
こ
と
）
で
は
な
か

ろ
う
か
。
だ
か
ら
、「
或
る
者
疑
ひ
て
以
て
剛
と
為
す
」（「
或
者
以
申
棖
為
剛
，

必
是
外
面
悻
悻
自
好
。
聖
人
観
人
、
直
従
裏
面
看
出
。
見
得
它
中
無
所
主
、
只
是

色
莊
、
要
人
道
好
、
便
是
慾
了
、
安
得
為
剛
」、
つ
ま
り
、
あ
る
人
が
申
棖
は
剛

者
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
）
の
だ
が
、
し
か
し
、（
こ
れ
は
）「
悻
悻
と
し
て
自
ら

好
む
者
」
こ
そ
「
慾
」
だ
と
い
う
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ

る
。」

　

焉
、
於
虔
反
。
○
剛
、
堅
強
不
屈
之
意
、
最
人
所
難
能
者
、
故
夫
子
歎
其
未
見
。

申
棖
、
弟
子
姓
名
。
慾
、
多
嗜
慾
也
。
多
嗜
慾
、
則
不
得
為
剛
矣
。
○
程
子
曰
、

人
有
慾
則
無
剛
、
剛
則
不
屈
於
慾
。
謝
氏
曰
、
剛
與
慾
正
相
反
。
能
勝
物
之
謂
剛
、

故
常
伸
於
萬
物
之
上
。
為
物
揜
之
謂
慾
、
故
常
屈
於
萬
物
之
下
。
自
古
有
志
者
少
、

無
志
者
多
、
宜
夫
子
之
未
見
也
。
棖
之
慾
不
可
知
、
其
為
人
得
非
悻
悻
自
好
者
乎
。

故
或
者
疑
以
為
剛
、
然
不
知
此
其
所
以
為
慾
爾
。




